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重点施策１　男女共同参画に関する推進体制の強化

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

●男女共同参画を推進する担当部署
の政策調整機能及び企画立案機能
の充実

男女共同参
画推進セン
ター

審議会にプラン進捗状況調査の結果を報
告し意見を求め、事業内容等を検討・実施
する。

A
審議会において各所属から出された意見を基
に、担当部署へのヒアリングを行った。

1・2

・審議会
①R1.7.19
②R1.10.23
③R1.12．25

ア
審議会にプラン進捗状況調査の結果を報
告し意見を求め、事業内容等を検討・実
施する。

企画政策課
引き続き、行田市男女共同参画推進条例
の適正運用に努める。

A
行政改革推進委員9名のうち、女性委員を3名登
用した。

1・2

男女共同参画推進審議
会、民生委員・児童委
員協議会、及び社会教
育委員会議から女性委
員を選任した。

ア
委員の選任について、前年度同様、行田
市男女共同参画推進条例の適正運用に
努める。

防災安全課
行田市防災会議の委員を男女共同参画推
進審議会から選任する。

A
行田市防災会議の委員に審議会から１名選任し
た。

1
行田市防災会議に
男女共同参画の視
点を反映した。

ア
行田市防災会議の委員を男女共同参画
推進審議会から選任する。

中央公民館
平成３１年度も昨年度同様の男女構成で審
議会を行なう。

Ａ

男女共同参画推進審議会及びＮＰＯ法人子育て
ネット行田からの推薦を基に、公民館運営審議
会に２名の女性を委員を選任しており、業務を遂
行した。

1
男女委員の区別な
く審議会で意見をい
ただいた。

ア
令和２年度も昨年度同様の男女構成で審
議会を行なう。

図書館
図書館協議会の委員を男女共同参画推進
審議会から選任する。

A
引き続き、委員１０名のうち審議会から選任された
１名に委員として従事していただいた。

1
男女の別なく平等
に意見を出し合い
事業を実施した。

ア
図書館協議会の委員を男女共同参画推
進審議会から選任する。

スポーツ振興課
スポーツ推進審議会の委員に男女共同参
画推進審議会から2名を選任。

A
行田市男女共同参画推進審議会より2名の委員
を継続して選任した。

1
改選時に２名の委
員を継続して選任し
た。

ア
スポーツ推進審議会の委員に男女共同参
画推進審議会から継続して2名を選任。

男女共同参
画推進セン
ター

男女共同参画の推進に関する施策を実施
する。
結果をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び本庁舎内の情報ｺｰ
ﾅｰにて報告・公表する。

A
男女共同参画の推進に関する様々な施策を実
施し、結果を公表した。

1・2

・中間報告は、
VIVA情報紙（9月、
2月発行）に掲載
・結果報告は、ホー
ムページ及び庁舎
内情報コーナーに
て公表した。

ア

男女共同参画の推進に関する施策を実施
する。
結果をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び本庁舎内の情報ｺｰ
ﾅｰにて報告・公表する。

秘書課
男女共同参画の視点を持ち、日々の業務を遂
行する。

B
来客者への接待等、特定の職員が行うのではな
く、全体で協力し合い、補いながら業務を遂行し
た。

2

来客者への接待等、
特定の職員が行うの
ではなく、全体で協力
し合い、補いながら業
務を遂行した。

ア
引き続き条例の主旨を尊重し、職場環境を形
成していく。

財政課
課の業務としての条例の運用、施策の推進
は無いが、引き続き基本理念を尊重した職
場環境、就業態勢を形成していく。

A

課の業務として条例の運用、施策の推進はなし。
家族を構成する者が、子の養育、その他の家庭
生活における活動において自らの役割を積極的
に果たせるよう、休暇の取得等に理解を示し、休
暇中は他のメンバーで協力し合って補い業務の
円滑な遂行を図った。

2

休暇の取得等に理
解を示し、休暇中は
他のメンバーで協
力し合って補い業
務の円滑な遂行を
図った。

イ
課の業務としての条例の運用、施策の推
進は無いが、引き続き基本理念を尊重し
た職場環境、就業態勢を形成していく。

企画政策課
統計調査員については、希望登録制では
あるが、男女比率を考慮した登用を図って
いく。、

A
・令和元年度の登録調査員124名のうち、女性は
92名であった。

2
・令和元年度の登録
調査員124名のうち、
女性は92名であった。

ア
統計調査員については、希望登録制では
あるが、男女比率を考慮した登用を図って
いく。

人事課
引き続き男女共同参画を推進するための
研修機会の充実と、職員の健康を増進する
ための各種取組の制度化を図る。

A

全職員を対象に人権問題研修会（12/17）、主
事・主任級の職員を対象にレジリエンス向上研修
（2/5）を実施し、男女共同参画の推進と職員の
心身の健康増進を図った。

1・2

人権問題研修会：
136名参加
レジリエンス向上研
修：62名参加

ア
引き続き男女共同参画を推進するための
研修機会の充実と、職員の健康を増進す
るための各種取組の推進を図る。

総務課
審議会・審査会の委員の委嘱において、男
女共同参画の視点が取り入れられるように
努める。

B

情報公開・個人情報保護運営審議会は、委員7
人中、女性委員2人を登用し、男女共同参画の
視点から協議が行われた。
情報公開・個人情報保護審査会は、委員5人中、
女性委員1人を登用し、男女共同参画の視点か
ら協議が行われた。

1
男女の別なく、様々
な立場から意見が
出された。

ア
審議会・審査会の委員の委嘱において、
男女共同参画の視点が取り入れられるよう
に努める。

選挙管理委員会 選挙管理委員会　委員4人中　男3人　女1人 Ａ 選挙管理委員会　委員4人中　男3人　女1人 1・2
平等に意見を出し
合った。

ア 選挙管理委員会　委員4人中　男3人　女1人

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）担当部
署の機能の
充実

①推進体制の充実

●行政推進会議及び専門部会、審議
会の活用など推進体制の充実

②行田市男女共同参
画推進条例の適正な
運用

●男女共同参画推進条例の適正運
用と施策の推進
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重点施策１　男女共同参画に関する推進体制の強化

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

市民課 条例の適正運用に努める B 雑務の軽減、性差による業務の偏りをなくした。 １・２
基本理念にのっとり
業務配分を行い、
事業を実施した。

ア 条例の適正運用に努める。

南河原支所 条例の適正な運用と施策の推進に努める。 C 条例の適正な運用と施策の推進に努めた。 2

関係機関が作成し
たパンフレットやポ
スターの掲示により
情報提供した。

イ
条例の適正な運用と施策の推進に努め
る。

地域づくり支援課 引き続き条例の適正運用に努める。 B
各種業務において男女関わりなく業務に当たっ
ている

1・2
様々な立場から意
見を出し、事業を実
施した。

ア 引き続き条例の適正運用に努める

環境課 今後も条例の適正運用に努める。 B
行田市環境審議会委員１１名の内、女性委員を2
名登用した。

1・2
平等に意見を出し
合った。

イ 引き続き条例の適正運用に努める。

農政課
行田市「人・農地プラン」策定検討会の構
成員として女性委員を登用する。

B
構成員として女性役員を登用した。H31.3.31現
在10名のうち女性3名。

1
プラン審査において
平等に意見をもらっ
た。

ア
行田市「人・農地プラン」策定検討会の構
成員として女性委員を登用する。

農業委員会 平成32年7月19日までの任期 Ｄ
平成29年7月に農地利用最適化推進委員20名
のうち2名が女性委員として登用されている。

1
推進委員20名のう
ち2名が女性委員と
して登用された。

ア 令和2年㋆19日までの任期

高齢者福祉課 引き続き条例の適正運用に努める。 B
各種業務において、条例の適正運用と施策の推
進に努めた。

1
男女共同参画の意
識を持ち、業務を執
行した。

ア 引き続き条例の適正運用に努める。

福祉課
引き続き、個々の能力・適正に応じた業務
配分を行い、課内の連携および相談業務
などの円滑化を図る。

B
個々の能力・適正に応じた業務配分により円滑
に業務を遂行し、相談業務などの円滑化を図っ
た。

3
男女の別なく、個々
の適性に応じ業務
を配分した。

ア
引き続き、個々の能力・適正に応じた業務
配分を行い、課内の連携および相談業務
などの円滑化を図る。

保険年金課

男女共同参画の趣旨に鑑み、引き続き、国
保運営協議会委員における女性の登用を
図る。ひとり親家庭等医療費、こども医療費
支給事業の適正な実施に努めていく。

A

国保運営協議会委員全15名中、女性を４名登用
している。
ひとり親家庭等医療費及び子ども医療費の支給
事業を実施することにより、ひとり親家庭及び子ど
もの福祉の増進に寄与した。

1・2
男女の別なく平等
に意見を出し合い
事業を実施した。

ア

男女共同参画の趣旨に鑑み、引き続き、
国保運営協議会委員における女性の登
用を図る。ひとり親家庭等医療費、子ども
医療費支給事業の適正な実施に努めて
いく。

保健センター 条例を適正運用し、事業等を実施する。 B 男女共同参画の視点を持ち、事業を実施した。 1・2
男女共同参画の視
点事業を企画運営
した。

ア 条例を適正運用し、事業等を実施する。

都市計画課
審議会等の委員委嘱において、男女人数
の均衡を図るよう努める。

B
都市計画審議会委員１２名中、女性委員２名を
登用した。

1･2

積極的に意見を出
し合い、有意義な審
議会等が行われ
た。

ア
審議会等の委員委嘱において、男女人数
の均衡を図るように努める。

建築開発課
職員研修等に積極的に参加し、
条例の適正な運用に努める。

B 条例の適正な運用につとめた。 2
参加予定の職員研
修が中止となった。

ア
職員研修等に積極的に参加し、条例の適
正な運用に務める。

営繕課
条例の適正運用を図るため、市営住宅委
員会に女性委員登用の推進を継続する。

A
条例の適正運用を図るため、市営住宅委員会に
女性委員の登用を推進している。

1

住宅委員会を年2回
開催。幅広い意見
を聴取することがで
きた。

ア
条例の適正運用を図るため、市営住宅委
員会に女性委員登用の推進を継続する。

道路治水課
職員研修等に積極的に参加し、条例の適
正な運用に努める。

B 条例の適正な運用に努めた。 2・3
職員を割り振りし、
積極的に研修に参
加した。

ア
職員研修等に積極的に参加し、条例の適
正な運用に努める。

管理課
課内担当業務を均等に振分け、業務を行
う。

B
課内担当業務を均等に振分け、現地調査や対
外交渉など、一貫して業務を遂行した。

1

不用道路敷・水路
敷の売却業務、水
防演習業務を分担
して行った。

ア
課内担当業務を均等に振分け、業務を行
う。

会計課
引き続き基本理念を尊重した職場環境、就
業態勢を形成していく。

A
男女共同参画の意識を持ち、各々の職責・能力
に応じた業務分担を行うとともに、家庭において
も自らの役割を積極的に果たせるよう努めた。

2

休暇の取得等に理解を示
し、休暇中は他の職員で
協力し合って補い業務を
円滑に遂行した。

ア
引き続き基本理念を尊重した職場環境、
就業態勢を形成していく。

（１）担当部
署の機能の
充実

②行田市男女共同参
画推進条例の適正な
運用

●男女共同参画推進条例の適正運
用と施策の推進
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重点施策１　男女共同参画に関する推進体制の強化

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

消防本部
女性消防団員の各種事業（イベント等）及
び研修等への参加促進。

B
消防出初式、文化財防火デー、忍城時代まつり
等への参加を呼びかけ、火災予防の啓発活動を
行った

3
イベント来場者に対
し火災予防啓発
グッズを配布した。

エ
消防団員に女性分団が発足したことから、
令和元年度末で、浮き城のまち行田・消
防ボランティアレディース隊が解散した。

教育総務課
教育委員会会議における施策の審議に当
たり、男女共同参画を意識した運営を行う。

B

教育委員会会議構成員である教育長及び教育
委員5名のうち女性登用1名増の3名とするととも
に、男女共同参画の視点を持って審議を行っ
た。

1・2
教育委員会会議構成
員のうち女性1名を新
任。

ア
教育委員会会議における施策の審議に当
たり、男女共同参画を意識した運営を行
う。

学校教育課
新規指導主事に対し、施策の説明を行い、
共通理解を図る。

A
新規指導主事に対し施策の説明を行い、共通理
解を図った。

3 共通理解を図った。 ア
新規指導主事に対し施策の説明を行い、
共通理解を図る。

ひとつくり支援課

男女共同参画だけでなく、様々な人権課題
や生涯学習に関する各種事業の講座や講
演の計画に努める。また、周知方法を広域
に広げられるよう工夫したい。

A
男女共同参画だけではなく、様々な人権課題を
とりあげて各種事業での講座を行った。

1・2

講演会等の開催情報を
広域に周知するため、
市報の他に市HPでも積
極的に周知を行った。

ア

男女共同参画だけでなく、様々な人権課
題や生涯学習に関する各種事業の講座
や講演の計画に努める。また、周知方法を
広域に広げられるよう工夫する。

スポーツ振興課
男女共同参画の意識を持った業務の遂行
に努める。

Ｃ
男女共同参画の意識を持った業務の遂行に努
める。

1･2

市制施行70周年記念事
業等増加した業務に男
女の別なく取り組み、適
正に業務を遂行した。

ア
新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業調
整にあたり、条例の趣旨に基づき男女の
別なく適正な業務遂行を目指す。

学校給食センター 男女均等に委嘱する。 A
運営委員会の委員をほぼ男女均等になるように
委嘱することができた。

1 女性６人・男性４人 ア
引き続き男女均等に委嘱できるよう努め
る。

文化財保護課
引き続き男女の割合を考慮し、発掘作業員
を雇用する。

B
文化財の整理・発掘作業員の雇用について、そ
の都度、男女の割合を考慮し雇用した。

2
年間を通しての男
女雇用割合を考慮
した。

ア
引き続き男女の割合を考慮し、発掘作業
員を雇用する。

図書館
図書館の館長の諮問機関である図書館協
議会の委員において、条例に基づき積極
的に女性委員を選任する。

A
図書館の館長の諮問機関である図書館協議会
の委員として女性委員が５名従事。
女性比率（５０％）

１・２

図書館協議会の委
員に占める女性比
率５０％を維持し
た。

ア
図書館の館長諮問機関である図書館協議
会の委員において、条例に基づき積極的
に女性委員を選任する。

監査委員事務局
引き続き研修やセミナーに積極的に参加
し、基本理念を尊重した職場環境、就業態
勢を形成していく。

B

男女の別なく研修に平等に参加した。子の療
育、その他の家庭生活における活動において自
らの役割を積極的に果たせるよう休暇の取得等
に理解を示し、協力することで業務の円滑な遂行
を図った。

2
男女の別なく平等
に研修に参加、休
暇取得した。

ア
引き続き研修やセミナーに積極的に参加
し、基本理念を尊重した職場環境、就業
態勢を形成していく。

水道課 引き続き条例の適正運用に努める。 B
条例に基づき業務を遂行し、施策の推進に努め
た。

1
職員研修等に積極
的に参加した。

ア 引き続き条例の適正運用に努める。

議会事務局 条例の適正な運用につとめる。 B
職員研修等に積極的に参加し、条例の適正な運
用につとめた。

3
男女の別なく平等
に職員研修等に積
極的に参加した。

ア 条例の適正な運用につとめる。

下水道課 委員の委嘱に際し、男女の均衡に努める。 Ｅ

委員９名のうち女性委員１名登用する計画は達
成した。
自己評価で均等を半数と考え、登用人数の割合
からすると２２％であるため、Ｅ評価とした。

3
受益者代表の委員
として女性１名を委
嘱した。

ア
委員の委嘱に際し、男女の均衡に努め
る。

●進捗状況調査の実施及び計画進
行のチェック

男女共同参
画推進セン
ター

プラン進捗状況調査を実施し進行のチェッ
クを行うとともに、市民にわかりやすく公表
する。

Ａ

・プラン進捗状況を実施し結果を公表した。審議
会のプラン結果に対する評価及び意見のほか
に、各事業に対する個別評価を実施し結果を公
表した。

1・2

結果報告は、ホーム
ページ及び庁舎内
情報コーナーで公
表した。

ィ
プラン進捗状況調査を実施し進行の
チェックを行うとともに、市民にわかりやす
く公表する。

（２）計画進
行のチェック
体制の整備・
充実

（１）担当部
署の機能の
充実

②行田市男女共同参
画推進条例の適正な
運用

●男女共同参画推進条例の適正運
用と施策の推進

①ぎょうだ男女共同参
画プランの推進
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重点施策１　男女共同参画に関する推進体制の強化

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●審議会におけるプランの進捗状況
に対する意見聴取と計画の進行への
反映

男女共同参
画推進セン
ター

・審議会でプラン進捗状況調査結果に対
する意見聴取を行い、現場へフィードバッ
クする。
また、プラン進捗状況調査結果を基に、必
要があれば審議会において担当課ﾋｱﾘﾝｸﾞ
を実施する。

Ａ

・審議会でプラン進捗状況調査結果に対する意
見聴取を行い、行田市男女共同参画行政推進
会議（R2.2.7）において報告し、現場へフィード
バックした。
・第2回審議会（R1.10.23）において担当課ヒアリ
ングを実施。

1・2

審議会におけるプラ
ンの進捗状況に対
する意見及び女性
の登用率の向上に
ついて、各課へ周
知及び促進を促し
た。

ィ

・審議会でプラン進捗状況調査結果に対
する意見聴取を行い、現場へフィードバッ
クする。
また、プラン進捗状況調査結果を基に、必
要があれば審議会において担当課ﾋｱﾘﾝ
ｸﾞを実施する。

●行政評価システム導入の検討

③中間年での計画の
見直し ●中間年において計画の見直しの実

施
男女共同参画
推進センター

中間年における計画の見直しは平成28年
度のみ実施。

●国・県と連携した事業の推進

『女性活躍推進事業』を実施。
・引続き多種多様な団体・機関等で組織す
るネットワーク会議を開催する。
・女性活躍関連事業を開催する。

A

『女性活躍推進事業』を実施。
・多種多様な団体・機関等で組織するネットワー
ク会議を設置し、会議を3回開催した。
・就職支援セミナー、在宅ワーカー育成セミ
ナー、ビジネス力アップセミナー等を開催した。

1・2

・ネットワーク会議
①R1.7.24
②R1.11．28
③R2.2.20

ィ

『女性活躍推進事業』を実施。
・引続き多種多様な団体・機関等で組織
するネットワーク会議を開催する。
・女性活躍関連事業を開催する。

●国・県による法制度の整備や広域
的な対応が望まれる施策の要望

逐次、必要なことは要望していく。 C 要望なし。 ア 逐次、必要なことは要望していく。

●「VIVAぎょうだ」の活動内容の周知
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや情報紙VIVA・市報等様々な
広報手段を使い周知を図る。

A

・ホームページ…随時更新
・情報紙VIVA…特集記事ほか活動状況報告等
⇒年2回発行。（9月,2月）
・市報ぎょうだ…相談事業⇒毎月掲載
フォーラム・講座・セミナー等の告知
⇒開催の1～2月前に掲載

1・2

情報紙類は、自治
会に依頼し全戸配
布した。イベントの
ポスター類は、近隣
市町村の公共施設
等にも掲示依頼し
た。

ア
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや情報紙VIVA・市報、ポス
ター、チラシ等様々な広報手段を使い周
知を図る。

●掲示等による男女共同参画に関す
る情報のＰＲ

センター内にパネルやポスターを掲示し情
報のＰＲに努める。

A
・ＶＩＶＡ内にパネルを展示し情報提供を行った。
・県主催の被害者支援事業の案内等を必要に応
じて、相談事業内で相談者に配布した。

1・2

・パネル展示。
R1.6.19～6.28
テーマ『スポーツと
女性』
・相談業務において
ＤＶ被害者等へ配
布し支援を行った。

ア
センター内にパネルやポスターを掲示し情
報のＰＲに努める。

●貸館業務等業務内容の検討
・館の設立目的や特色を再確認し、利用者
の拡大を検討する。

B
・来館者にVIVAぎょうだのパンフレットを配布した
り、主催事業としてさまざまな事業に取り組んでい
ることを情報紙VIVAで広報した。

1・2

情報紙VIVAに各種
セミナーや講座など
の事業予定、結果
報告、ＤＶ相談の案
内などを掲載した。

ア
・館の設立目的や特色を再確認し、利用
者の拡大を検討する。

本格的な行政評価システムの必要性につ
いて検討する。

男女共同参画
推進センター

（２）計画進
行のチェック
体制の整備・
充実

①ぎょうだ男女共同参
画プランの推進

2
様々な立場の方に
配慮し、事業計画を
作成した。

ア

（４）活動拠
点施設の効
果的な運営

①活動拠点施設の効
果的な運営

・行財政3ヵ年実施計画作成時に行政評価の視
点を取り入れている。
・総合振興計画に位置づけたまちづくり指標の達
成状況を確認している。

行政評価の視点を取り入れた手法とする。 B

（３）国･県等
との連携

①国や県と連携しての
事業の推進

男女共同参画
推進センター

②行政評価に基づく計
画の推進

企画政策課
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重点施策１　男女共同参画に関する推進体制の強化

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●幅広い市民層が訪れやすい仕組
みづくりの検討

各種団体等を対象に利用促進を図る。 B

・開館時間…午前9時～午後9時30分
・空室状況…ホームページに掲載・更新し最新
情報が得られるようにしている。
・予約方法…電話または来所
※市民は、利用日の3ヶ月前から予約可能
市外の方は、利用日2ヶ月前から予約可能
・利用のきっかけ作りとなる事業の実施。

1・2

VIVAぎょうだの登
録団体や定期的に
利用している団体を
はじめとして各種の
団体等を対象に利
用の促進を図った。

ア
主催事業終了後、クラブ化などの呼びか
けや各種団体等を対象に利用促進を図
る。

●男女共同参画に係わる市民活動の
場の提供

・ホームページやVIVA情報紙等に掲載し、
また、定期的にVIVAを利用している市民グ
ループには窓口でアナウンスし新たな利用
団体を募集する。

B

利用登録団体の登録基準に基づき、ホームペー
ジやVIVA情報紙等を利用して募集した。
【登録の基準】
①活動の目的に男女共同参画の推進が含まれ
ていること。
②構成員が5人以上で構成員名簿があること。
③将来にわたって活動の継続が想定される団体
であること。
④活動の拠点が行田市内にあること。

1・2
R2.3..31現在
8団体

ア

・ホームページやVIVA情報紙等に掲載
し、また、定期的にVIVAを利用している市
民グループには窓口でアナウンスし新た
な利用団体を募集する。

（４）活動拠
点施設の効
果的な運営

②「ＶＩＶＡぎょうだ」の
拠点機能の強化

男女共同参画
推進センター
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重点施策２　政策決定過程における男女共同参画の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

選挙管理委員会
選挙管理委員会　委員4人中　男3人　女1
人

Ａ 選挙管理委員会　委員4人中　男3人　女1人 1
男女の別なく意見を
出し合った。

ア
選挙管理委員会　委員4人中　男3人　女1
人

地域づくり支援課
委員任期の更新の際には、女性委員の登
用に努める。

C

委員の選任にあたっては、女性委員の登用に努
めた。
委員の選定にあたっては、公募制を導入してい
る。

1・2
様々な立場から意
見を出し合い、会議
を実施した。

ア
委員任期の更新の際には、女性委員の登
用に努める。

環境課
今後も女性委員の登用の実施及び公募制
の導入に努める。

Ｂ
行田市環境審議会委員１１名の内、女性委員を２
名登用した。

1・2
平等に意見を出し
合った。

ア
引き続き女性委員の登用の実施及び公募
制の導入に努める。

環境課
行田市資源リサイクル審議会を設置する
にあたり、女性委員の登用の実施及び公
募制の導入に努める。

商工観光課
引き続き、女性委員の登用の実施及び公
募を実施し女性の登用を検討する。

E
商業振興対策会議未開催のため、委員の選出な
し。

4
任期満了に伴い、
委員なし。

イ
商業振興対策会議開催に向けて委員の
公募の実施と女性委員の登用を検討す
る。

農業委員会 平成32年7月19日までの任期 D
平成29年7月に農地利用最適化推進委員20名
のうち2名が女性委員として登用されている。

1
推進委員20名のう
ち2名が女性委員と
して登用された。

ア 令和2年7月19日までの任期

高齢者福祉課 引き続き女性の登用を継続していく Ｃ

介護認定審査会では委員30名中16名、地域包
括支援センター運営協議会では10名中2名、在
宅医療・介護連携推進協議会では9名中3名の
女性を登用した

1
男女の区別なく意
見を出し合った

ア 引き続き女性の登用を継続していく

保険年金課
委員の改選時には、引き続き公募を実施
し、女性の登用を検討する。

A
委員の改選時には、引き続き公募を実施し、女性の登
用を検討する。

1・2
男女相互に意見を
出し合い事業を実
施した。

ア
委員の改選時には、引き続き公募を実施
し、女性の登用を検討する。

保健センター
委員の委嘱に際し、女性委員の登用に努
める。

A
行田市健康づくり推進協議会委員12名のうち女
性委員は5名である。(任期は令和2年2月末ま
で、次期推薦はＲ2年6月の予定）

1
平成29年より女性
委員が1人増加

ア
委員の委嘱に際し、女性委員の登用に務
める。

都市計画課
審議会等の委員改選時や、各種計画策定
時の検討委員会において、女性委員の登
用に努める。

B
都市計画審議会委員１２名中、女性委員２名を
登用している。

1･2

積極的に意見を出
し合い、有意義な審
議会等が行われ
た。

ア
審議会等の委員改選時や、各種計画策
定時の検討委員会において、女性委員の
登用に努める。

営繕課
市営住宅委員会の委員に女性委員の登用
を継続推進する。

Ａ
市営住宅委員会の委員８人中、女性委員３人を
登用している。

1

住宅委員会を年2回
開催。幅広い意見
を聴取することがで
きた。

ア
市営住宅委員会の委員に、女性委員の登
用を継続する。

水道課
委員委嘱に際し、女性委員の積極的登用
に務める。

B
行田市水道事業運営審議会の委員10名中女性
委員４人を登用している。

1
委員変更の際、女
性にお願いした。

ア
委員委嘱に際し、女性委員の積極的登用
に務める。

スポーツ振興課
審議会の改選に際して、男女の均衡に努
める。

C
スポーツ推進審議会委員15名のうち、女性委員6
名登用

2
前回改選時から女
性委員1名増。

ア
引き続き審議会の改選に際して、審議会
委員の男女比の均衡に努める。

下水道課
R1.11.30任期満了に伴う改選時に女性委
員2名の登用を継続する。公募制の導入を
継続する。

Ａ
行田市下水道事業運営審議会委員９名のうち女性委
員１名の登用を継続した。
公募制を継続した。

3

受益者代表の委員
として女性１名を委
嘱した。
公募により委員１名
を選出した。

ア
女性委員の登用を継続する。
公募制の導入を継続する。

（１）政策決
定過程への
女性の積極
的登用

①審議会等への女性
の登用

●女性委員の登用に向けた全庁的な
取組を推進
●審議会等の改選に際して、女性の
登用を推進
●公募制の導入

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)
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重点施策２　政策決定過程における男女共同参画の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

学校教育課 委嘱する委員の男女の均衡化を図る。 B 委嘱する委員の均衡化を図った。 2

男女の均衡化を図り、
20名（事務局の2名含
む）の内、8名が女性
の委員となった。

イ
引き続き、委嘱する委員の男女の均衡化
を図る。

文化財保護課 委員改選時、男女の均衡に努める。 E

任期２年の文化財保護審議会委員の改選を平
成３０年度に行い委員数１０名中女性委員は２名
である。市史編さん委員も任期が２年で令和元年
度に改選を行ったが、女性の専門家がおらず、
市史編さん委員数９名は全員男性である。

2

文化財保護審議会委
員１０名のうち女性は
２名である。市史編さ
ん委員は９名で全員
男性である。市史編さ
ん専門部会専門調査
員６名のうち女性は１
名である。

ウ 委員改選時、男女の均衡に努める。

図書館
継続して行田市立図書館協議会委員１０名
のうち男女均衡のとれた委員構成を構築し
ていく。

A
行田市立図書館協議会委員１０名のうち女性委
員を５名登用。

１・２
会議を開催し、男女
が平等に意見を出
し合った。

ア
継続して行田市立図書館協議会委員１０
名のうち男女均衡のとれた委員構成を構
築していく。

ひとつくり支援課
一部改選が生じるので、引き続き女性委員
の登用に努める。

D

社会教育委員14名のうち、女性委員4名、行田市同和
対策集会所運営委員37名のうち女性委員14名を委嘱
している。双方合わせて女性委員割合が35.3％となり
減となったため、やや不十分とした。

1・2
男女が平等に意見
を出し合い会議等
を開催した。

ア
委員の改選年度となるため、関係機関に
女性登用の声掛けを行うなど積極的に働
きかける。

教育総務課
行田市教育振興奨励金審査委員９名中、
女性委員３名を登用する。

E
行田市教育振興奨励金審査委員9名中、女性委
員は1名、登用の割合は計画の約30％である。

1・2
候補者の選出に当
たり、女性委員の登
用に努めた。

ア
候補者の選出に当たり、引き続き女性委
員の登用に努める。

中央公民館
平成３１年度も昨年度同様の男女構成で審
議会を行なう。

Ａ

男女共同参画推進審議会及びＮＰＯ法人子育て
ネット行田からの推薦を基に、公民館運営審議
会に２名の女性を委員を選任しており、業務を遂
行した。

1
男女委員の区別な
く審議会で意見をい
ただいた。

ア
令和２年度も昨年度同様の男女構成で審
議会を行なう。

学校給食センター
女性委員を５０％以上委嘱するように努め
る

Ａ
学校給食献立などを検討する委員会の女性委員
を５０％以上にすることができた。

1 女性８人・男性５人 ア
引き続き女性委員を５０％以上委嘱するよ
うに努める。

郷土博物館 引き続き女性の登用に努める。 C 委員10名のうち女性委員2名を登用した。 1
学校教育・文化財
の専門的立場から
意見をいただいた。

ア
今年度改選につき、引き続き女性の登用
に努める。

男女共同参
画推進セン
ター

行政推進会議等を通じ、女性委員登用に
向けた取組を推進する。 B

行政推進会議（R2.2.7開催）等を通じ、女性委員
の登用率の向上に向けた取組を推進した。
男女共同参画推進審議会の公募委員の4名中2
名が女性委員。

1・2

各種審議会等での
女性委員登用率が
前年度23.7％だっ
たが令和元年度は
26.6％と増加した。

ア
行政推進会議等を通じ、女性委員登用に
向けた取組を推進する。

●政策立案や行政・議会の仕組みな
どをテーマにした講演会の実施

埼玉県が開催する女性からの政策提言講
座のポスターの掲示、パンフレットの配布を
行う。

A
埼玉県が開催する女性からの政策提言講座のポ
スターの掲示、パンフレットの配布を行った。

1・2
パンフレット配布やポ
スター掲示により広く
周知を行った。

ア
埼玉県が開催する女性からの政策提言講
座のポスターの掲示、パンフレットの配布
を行う。

●情報紙における継続的な情報提供
を推進 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや情報紙「VIVA」で周知を図

る。
A

・ホームページは随時更新。
・情報紙「VIVA」を年2回（9月・2月）発行し周知
を図った。

1・2
情報紙は全世帯配布
したほか、近隣市町村
にも送付した。

ア
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや情報紙「VIVA」で周知を図
る。

●積極的改善措置（ポジティブアク
ション）の浸透

●女性の職域拡大に関する意識啓発
の推進

男女共同参
画推進セン
ター

・センター内情報コーナーにてチラシ等を
配布する。
・女性活躍推進事業を実施し、『ﾈｯﾄﾜｰｸ会
議』等を通じて民間企業や関係団体等へ
の女性登用を啓発する。

A

・センター内情報コーナーにてチラシ等を配布し
啓発に努めた。
・女性活躍推進事業を実施し、『ﾈｯﾄﾜｰｸ会議』等
を通じて民間企業や関係団体等への女性登用を
啓発した。

1・2
・ネットワーク会議を
3回開催し、議題に
取り上げた。

ィ

・センター内情報コーナーにてチラシ等を
配布する。
・女性活躍推進事業を実施し、『ﾈｯﾄﾜｰｸ
会議』等を通じて民間企業や関係団体等
への女性登用を啓発する。

（１）政策決
定過程への
女性の積極
的登用

①審議会等への女性
の登用

●女性委員の登用に向けた全庁的な
取組を推進
●審議会等の改選に際して、女性の
登用を推進
●公募制の導入

②女性の政策への関
心、参画意識の啓発

ア

③女性の管理職等へ
の登用

人事課 Ａ
主査級昇任試験対象者へのキャリアアップ研修
（7/31）を実施した。

男女共同参
画推進セン
ター

④民間企業・関係団体
等への女性の登用の
働きかけ

●積極的格差是正措置に関する情報
提供の推進

職員の昇任意欲向上を図るための研修を
実施する。

昇任試験対象者への研修を実施する。 2
キャリアアップ研修：
49名参加
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重点施策２　政策決定過程における男女共同参画の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを積極的に行い、啓発に努め
た。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

男女共同参画
推進センター 公募制を継続する。 A

男女共同参画推進審議会の委員の選任にあ
たって、公募制を導入している。

1・2
公募委員4名の内2
名が女性委員。

ア 公募制を継続する。

地域づくり支援課 公募制を継続していく。 A
委員の選任にあたっては、公募制を導入してい
る。

1・2
市民公募を行ったとこ
ろ5名（内女性3名）の
応募があった。

ア 公募制を継続していく。

環境課
今後も女性委員の登用の実施及び公募制
の導入に努める。

Ｂ
行田市環境審議会委員１１名の内、女性委員を２
名登用した。

1・2
平等に意見を出し
合った。

ア
引き続き女性委員の登用の実施及び公募
制の導入に努める。

環境課
行田市資源リサイクル審議会を設置する
にあたり、女性委員の登用の実施及び公
募制の導入に努める。

保険年金課
委員の改選時には、引き続き公募を実施
し、女性の登用を検討する。

A
委員の改選時には、引き続き公募を実施し、女
性の登用を検討する。

1・2
男女相互に意見を
出し合い事業を実
施した。

ア
委員の改選時には、引き続き公募を実施
し、女性の登用を検討する。

都市計画課
審議会等の委員改選時や、各種計画策定
時の検討委員募集の際、公募を行う。

A 委員の選任については、公募制を導入している。 2
公募制を継続して
いる。

ア
審議会等の委員改選時や、各種計画策
定時の検討委員募集の際、公募を行う。

下水道課
R1.11.30任期満了に伴う改選時に公募制
の導入を継続する。

Ａ
行田市下水道事業運営審議会委員について、
公募制の導入を継続した。

3

R1.11.30任期満了
に伴う改選時に、公
募による委員１名を
選出した。

ア 公募制の導入を継続する。

ひとつくり支援課

公募制導入にはまだ検討が必要と思われ
るが、女性の登用については、引き続き委
員の改選年度に推薦依頼の際、配慮に努
める。

D

社会教育委員14名のうち、女性委員4名、行田市
同和対策集会所運営委員37名のうち女性委員
14名を委嘱している。双方合わせて女性委員割
合が前年より減となったため、やや不十分とした。

2

会議等において意
見を出し合い、参加
できるよう配慮、工
夫をしている。

ア
委員の改選年度となるため、関係機関に
女性登用の声掛けを行うなど積極的に働
きかける。

②市民意向の反映 ●市民意識調査やヒアリング調査の
実施

企画政策課
計画策定等に際して引き続き市民意見聴
取を実施し、市民意向の把握、反映に努め
る。

A

「公立学校適正規模・適正配置の基本方針及び
再編成計画」、「都市計画法第34条第12号区域
変更」、「生活排水処理基本計画」及び「地域福
祉推進計画」の計４件で、市民意見募集を実施し
た。
総合振興計画策定に当たり、市内で活動する６
団体に対してヒアリング調査を実施した。

3
男女の区別なく意
見をいただいた

ア
計画策定等に際して引き続き市民意見募
集を行い、市民意向の把握と反映に努め
る。

男女共同参画
推進センター 職員研修会を実施する。 E

全職員を対象に「男女共同参画研修」を予定し
たが、コロナウィルスの感染拡大防止のため実施
できなかった。

2・3 ア 職員研修会を実施する。

人事課 人権問題研修会を実施する。 Ａ
全職員を対象に人権問題研修会（12/17）を実施
した。

2
人権問題研修会：136
名参加

ア 人権問題研修会を実施する。

（１）政策決
定過程への
女性の積極
的登用

男女を問わず参加できる講座と学級を開催
し男女共同参画の意識を高める。

④民間企業・関係団体
等への女性の登用の
働きかけ

●積極的格差是正措置に関する情報
提供の推進

②女性職員の研修機
会の充実

●女性職員の研修機会の充実
●各種研修における公募科目の拡充

Ａ

地域公民館

人事課

（２）政策決
定過程にお
ける市民参
画

①各種委員会・審議会
等への公募制の導入

●委員の選定における公募制の導入

①男女共同参画の視点
からの職員研修会の開催

●職員研修会の実施（３）女性の
人材育成

●男女共同参画の視点に立った学
級・講座の開催

③男女共同参画の視
点に立った講座の開催

昇任試験対象者への研修を実施する。

自治人材開発センター等の研修へ女性職員を
派遣した。
主査級昇任試験対象者へのキャリアアップ研修
（7/31）を実施した。

ア
キャリアアップ研修：
49名参加

女性職員の外部機関への研修派遣や庁
内研修を開催し、研修機会の充実を図る。

2

Ｂ
各地域公民館で男女を問わず成人学級・高齢者
学級等を開催した。

1・２
男女の別なく募集し
開催した。 ア

男女を問わず参加できる講座と学級を開
催し男女共同参画の意識を高める。
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重点施策２　政策決定過程における男女共同参画の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●あらゆる分野での女性の登用の実
施

人事課
自己申告書を活用したジョブローテーショ
ンを実施。

Ａ

全職員における女性の数（消防職員及び市費負
担教職員は除く）
H30.4.1　150人（34.9％）
H31.4.1　154人（34.4％）

3
自己申告書に基づ
いた人員配置を実
施

ア
自己申告書を活用したジョブローテーショ
ンを実施

●男女共同参画人材リストの定期更
新

男女共同参画
推進センター

・男女共同参画人材リストを定期更新すると
共に新たな登録者を募集する。

C

・男女共同参画人材リストの定期更新を行った。
・情報紙VIVAで男女共同参画推進団体募集の
記事を掲載した際、併せて主催事業等の講師の
協力依頼の記事を掲載した。

1・2
R2.3.31現在登録者
7名。

ア
・男女共同参画人材リストを定期更新する
と共に新たな登録者を募集する。

（３）女性の
人材育成

④女性の人材育成と幅
広い人材の登用
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重点施策３　市民との連携による男女共同参画の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

①市政への参画情報・
参画機会の提供

●市ホームページ等の活用による参
画情報の提供

企画政策課
市ホームページ等を積極的に活用し、参画
情報の提供を行う。

A

附属機関等の会議開催情報や会議結果（会議
録及び会議資料）について、市ホームページで
公開している。また、市政情報コーナーにおいて
会議録閲覧サービスを実施している。

3
様々な立場の方
が、わかりやすい情
報提供に努めた。

ア
市ホームページ等を積極的に活用し、参
画情報の提供を行う。

●情報・活動機会の提供
みずしろフェスタを30年度同様、秋に実施
予定。

A
11月に2日間で開催したが、出展団体数、及び
来場者数は前年同様のにぎわいであった。

1・2
実行委員、出展団
体も男女関わりなく
参加した。

ア
みずしろフェスタをR元年度同様、秋に実
施予定。

●相談窓口の整備

団体からの相談に対応できるよう、研修等
の機会を活用し、スキルアップを図る。

B

市民公益活動推進委員会やみずしろフェスタ、
サポートセンターの講演会等、様々な機会で
NPOなどと交流、情報交換を行い、関係強化を
図った。

1
色々な立場をこえ
て、意見交換した。

ア
団体からの相談に対応できるよう、研修等
の機会を活用し、スキルアップを図る。

●NPO活動と連携した事業の推進
みずしろフェスタの開催。
ＮＰＯ等へ協働事業を提案する。
サポートセンター事業を協働開催する。

B
みずしろフェスタの開催、NPO等への協働事業
提案、サポートセンター事業への協力等を行っ
た。

1・2
色々な立場の者が
一緒になって活動
した。

ア
みずしろフェスタの開催。
NPO等への協働事業を提案する。
サポートセンター事業を協働開催する。

●新たな団体・グループの育成支援
の実施 「市民公益活動推進基本計画」に基づく、

各種施策を推進する。
「市民活動サポートセンター」での団体支援
に係る各種事業を実施する。

B

「市民公益活動推進基本計画」に基づき、各種
施策を実施した。
「市民活動サポートセンター」を設置、NPOを始
めとした市民活動団体に対し、情報発信や活動
場所の提供など、支援を行った。

1・2
性別・立場等関係
なく、事業を進め
た。

ア

「市民公益活動推進基本計画」に基づく、
各種施策を推進する。
「市民活動サポートセンター」での団体支
援に係る各種事業を実施する。

●意見交換会等への参加

●県や近隣市町村が主催する事業に
対する協力体制の充実

●社会通念や慣行の見直しの啓発

●講座開催時に意識啓発用のリーフ
レットの配布や説明の実施

●リーダーステップアップ講座の開催

男女共同参画
推進センター

リーダーステップアップ講座を開催する。 D

一般の参加者の他、ネットワーク会議委員・自治
会女性部などの団体からも、参加をいただき防災
セミナーを実施した。参加者からは学校や市のパ
イプ役としてリーダーシップを発揮したいなどの
声が寄せられた。
講師：一般社団法人防災教育普及協会　事務局
長　宮崎賢哉氏

1・2・3
参加者：26名
男7名
女19名

ア
女性活躍推進事業等にリーダーステップ
アップにつながるような内容を検討する。

●自治会・地域コミュニティ協議会の
活動支援と育成

●自治会女性部の活動支援

●関連団体のネットワーク化

男女共同参画
推進センター

グループづくりのきっかけとなる講座を企画
開催する。

C
女性活躍推進事業の一環で就職支援セミナー、
防災セミナー等を実施した。

1・2

セミナー受講者が4～5
人の班に分かれ話し
合ったことでグループ作
りのきっかけができた。

ア
グループづくりのきっかけとなる講座を企
画開催する。

●浮き城のまち行田・消防ボランティ
アレディース隊などの活動の促進

消防本部 各種行事への積極的な参加を呼びかける B
消防出初式、文化財防火デー、忍城時代まつり
等への参加を呼びかけ、火災予防の啓発活動を
行った

3
イベント来場者に対
し火災予防啓発
グッズを配布した。

エ
消防団員に女性分団が発足したことから、
令和元年度末で、浮き城のまち行田・消
防ボランティアレディース隊が解散した。

●行田市消防団甲斐姫分団の活動
推進

消防本部 各種行事への積極的な参加を呼びかける B
消防出初式、さきたま火まつり、ひとり暮らし高齢
者の防火指導等、火災予防の啓発活動を行った

3

イベント来場者やひ
とり暮らし高齢者に
対する火災予防啓
発活動を行う。

エ
消防出初式、さきたま火まつり、ひとり暮ら
し高齢者の防火指導等への参加を呼びか
け、火災予防の啓発活動を実施する。

講座開催時に意識啓発用のリーフレットの
配布や説明を実施する。

②自治会、コミュニティ
活動の女性リーダーの
育成

地域づくり支援課

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

各団体が行う事業に対し補助金を交付す
る。併せて、役員改選にあたり女性の登用
を依頼する。また、自治会女性部を支援す
る。

1・2

関連する事業のポ
スターの掲示やパン
フレットの配布を
行った。

ア
県等が主催する研修会や近隣市町村開
催事業への市民の参加を促す。

（１）市民参
加による計
画推進

②ＮＰＯと連携した事業
推進・新たな団体、グ
ループの育成支援

地域づくり支援課

③県及び近隣市町村
主催事業に協力・参加 男女共同参

画推進セン
ター

県等が主催する研修会や近隣市町村開催
事業への市民の参加を促す。

アC 1
男女ともに団体運
営及び活動の実施
に取り組んだ。

（３）女性団
体への支援
とネットワー
クの促進

各団体が行う事業に対し補助金を交付す
る。併せて、役員改選にあたり女性の登用
を依頼する。また、自治会女性部の設立を
促進する。

各団体が行う事業に対し補助金を交付した。併
せて、役員改選にあたり女性の登用を依頼した。
また、自治会女性部の設立を促進するための支
援を行った。

（２）地域活
動での性別
役割分担の
是正

①社会通念や慣行の
見直しのための啓発活
動の実施

男女共同参
画推進セン
ター

A

①女性団体への支援と
ネットワークの促進

1・2

女性活躍推進事業
や意識啓発講座な
どで配布・説明し
た。

ア
セミナー・講座開催時に意識啓発用のリー
フレットの配布や説明を実施する。

B
県等が主催する研修会や近隣市町村開催事業
への市民の参加を促した。

主催事業の開催時等に意識啓発用のリーフレッ
トの配布や説明を行い啓発した。

10



重点施策３　市民との連携による男女共同参画の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●新たな団体・グループづくりのため
の講座の開催

●新たな団体・グループ活動の立ち
上げ支援

●ＡＬＴによる国際理解教育の充実
男女の別なく平等に意見を出せる環境づく
りに努める。

A
14名のALTを直接雇用し、国際理解教育を充実
させた。

1
男女の別なく平等に
意見を出し合い事業
を実施した。

1
男女の別なく平等に意見を出せる環境づ
くりに努める。

●多文化共生の視点からの教育活動
の取組 男女の別なく平等に意見を出せる環境づく

りに努める。
A

国際理解教育及びCIRの積極的な活用を行っ
た。また、オーストラリアに20名の中学生を派遣し
た。

1
男女の別なく平等
に意見を出し合い
事業を実施した。

1
男女の別なく平等に意見を出せる環境づ
くりに努める。

●ワンナイトスティ事業の推進
制度の周知を図り、新たな受け入れ家庭の
募集に努めるほか、受け入れ時の連絡調
整を行う。

A
受け入り実績は5件。また、イベントや会議等によ
り制度の周知を図った結果、1件の受け入れ家庭
を新規登録した。

2
男女を考慮し、受け
入れ体制を検討し
た。

ア
制度の周知を図り、新たな受け入れ家庭
の募集に努めるほか、受け入れ時の連絡
調整を行う。

●日本語ボランティアの養成
市民活動団体に協働での事業実施を働き
かけるほか、他の手法等での開催も検討す
る。

E
日本語ボランティアを行っている団体に声かけを
したが、実施には至らなかった。

4 未実施 エ
市民活動団体に協働での事業実施を働き
かけるほか、他の手法等での開催も検討
する。

●在住外国人のための学習環境や情
報提供の充実

メンバー間での会議の目的・方向性の共有
化、外国人への情報提供方法を始めとした
支援の方法について検討する。

A
日本人と在住外国人との交流イベント時に、情報
提供し、積極的な交流が行われた。

1・2
性別・、国籍関係な
く意見交換した。

イ
メンバー間での会議の目的・方向性の共
有化、外国人への情報提供方法を始めと
した支援の方法について検討する。

●平和を考える８日間（戦争体験者語
る会）の継続 戦争に関する写真展及び講演会を実施す

る。
A

8月の平和月間に戦争に関する写真展を2会場
にて16日間開催したほか、平和について学習し
ている長崎大学の学生の講演会を実施。

2
男女等は特に考慮
しなかった。

ア
戦争に関する写真展及び講演会を実施
する。

③生活に密着した国際
交流

●各種講座の開催による生活に密着
した国際交流事業の推進

地域公民館 英会話講座、異文化講座等を実施する。 Ｂ 子ども英会話教室等を実施した。 2・3
英語に親しむとともに
文化の違いについて
も学ぶことができた。

ア 英会話講座、異文化講座等を実施する。

●広報担当で作成する刊行物などに
ついての外国語表記を検討

広報広聴課
外国人向けの英語表記がなされた行田市
勢要覧の有償頒布を実施する。

A
外国人向けの英語表記がなされた行田市勢要覧
の有償頒布した。

3

英語表記した行田
市勢要覧を平成27
年に作成し、有償
頒布した(令和元年
度は3冊販売)。

イ
外国人向けの英語表記がなされた行田市
勢要覧の有償頒布を実施する。

●関係機関が作成したパンフレットの
配布、ポスターの掲示等による啓発活
動 商工観光課

当課、関係機関が作成したパンフレットの
配布、ポスターの掲示などを行い啓発に努
める。

B

当課で作成したパンフレット（魅力いっぱい行田
英語版）や、関係機関が作成したパンプレット（外
国人総合相談センター等）の配布、ポスターの掲
示などを行い啓発に努めた。

2
各種パンフレットの
配布を行った。

ア
当課、関係機関が作成したパンフレットの
配布、ポスターの掲示などを行い啓発に
努める。

市民課
関係機関が配布したパンフレットの配布、
ポスターの掲示を行い啓発に努める。

A
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。

１・２
各種パンフレットを
窓口で配布した。

ア
関係機関が配布したパンフレットの配布、
ポスターの掲示を行い啓発に努める。

⑤外国人相談窓口の設
置

●外国人住民が気軽に相談ができる
窓口の設置の検討 企画政策課

外国人相談窓口設置の必要性を検討す
る。

E 未実施 4 未実施 エ
外国人相談窓口設置の必要性を検討す
る。

⑥外国籍の方に対する
生活サポート

●「外国人総合相談センター埼玉」の
利用 市民課

新たに転入した外国国籍の方に各種案内
を配布。引き続き外国語が堪能な職員を起
用して対応する。

A
新たに転入した外国籍の方に各種案内を配布し
た。外国語が堪能な職員を起用した。

１・２
外国語が堪能な職員を
窓口に配置し案内の充
実を図った。

ア
新たに転入した外国国籍の方に各種案内
を配布。引き続き外国語が堪能な職員を
起用して対応する。

⑦海外の男女共同参
画に関する情報の収集
と提供

●国際的な男女共同参画の推進状
況などの情報収集と提供 男女共同参画

推進センター
引続き国際的な男女共同参画取組等の情
報収集及び提供を行なう。

A
公益財団法人プラン・インターナショナルジャパ
ンから届いたパンフレット等を配布した。

1・2
来館者の目に留まり易
いように、受付窓口にお
いて配布。

ア
引続き国際的な男女共同参画取組等の
情報収集及び提供を行なう。

●環境分野における政策・方針決定
過程への女性の参画の拡大 市報及び市ホームページを積極的に活用

し、公募制の導入に努める。
Ｂ

行田市環境審議会委員１１名の内、女性委員を２
名登用した。

1・2

公簿条件に性別制限を
設けないが、応募理由
及び環境に関する考え
を提出していただいて
いる。

ア
市報及び市ホームページを積極的に活用
し、公募制の導入に努める。

行田市資源リサイクル審議会を設置する
にあたり、女性委員の登用の実施及び公
募制の導入に努める。

環境課

男女共同参画
推進センター

グループづくりのきっかけとなる講座を企画
開催する。

ア1・2

セミナー受講者が4
～5人の班に分かれ
話し合ったことでグ
ループ作りのきっか
けができた。

グループづくりのきっかけとなる講座を企
画開催する。

（４）国際理
解と交流の
促進（外国
人への理解
と支援）

①国際理解と多文化共
生

学校教育課

②国際交流の推進

地域づくり支援課

女性活躍推進事業の一環で就職支援セミナー、
防災セミナー等を実施した。

（３）女性団
体への支援
とネットワー
クの促進

④外国語による広報の
推進事業の推進

②新たな団体、グルー
プの育成支援

（５）環境分
野における
女性の参画
推進

①環境分野の政策決
定における女性の意見
の反映

C
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重点施策３　市民との連携による男女共同参画の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●男女共同参画の視点に立った計画
策定 環境課

今後も男女共同参画の視点に立った計画
等の策定に努める。

Ｂ 令和元年度版行田市環境報告書を策定した。 1・2
平等に意見を出し
合った。

ア
今後も男女共同参画の視点に立った計画
等の策定に努める。

（５）環境分
野における
女性の参画
推進

①環境分野の政策決
定における女性の意見
の反映

12



重点施策４　男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

●ワーク・ライフ・バランスに関する各
種講演会・講座等の充実

子ども未来課
関係機関等が作成したパンフレットなどの
配布、ポスターの掲示などにより啓発に努
める。

B
関係機関等が作成したパンフレットなどの配布、
ポスターの掲示などによる意識啓発活動の推進
を行った。

2

来庁者の目に留まり
やすい場所に配架
して広く周知を行っ
た。

ア
引き続き、関係機関等が作成したパンフ
レットなどの配布、ポスターの掲示などによ
り啓発に努める。

●関係機関等が作成したパンフレット
の配布・ポスターの掲示などによる意
識啓発活動の推進

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

●八都県市ワーク・ライフ・バランス推
進キャンペーンの周知

人事課 ワーク・ライフ･バランス研修を実施する。 A
主査級以上の職員を対象にワーク・ライフ・バラン
ス研修（11/13）を実施した。

2
ワーク・ライフ・バラ
ンス研修：46名参加

ア ワーク・ライフ･バランス研修を実施する。

男女共同参
画推進セン
ター

県等が作成したポスターの掲示や印刷物
を配布し啓発を促す。

B
・国や県、NPO法人が作成した冊子やチラシ類を
配布、ポスターを掲示した。

1・2
来館者の目に留まり
易いように受付カウン
ター付近に設置した。

ィ
県等が作成したポスターの掲示や印刷物
を配布し啓発を促す。

●各種検（健）診の実施
１５歳～３９歳を対象としたヤング健診を実
施する。
乳幼児、妊婦、２０歳～３９歳を対象とした
次世代デンタル健診を年３回実施する。

A
ヤング健診を実施し、113人が受診した。
次世代デジタル健診を実施し、75人が受診した。

2 男女共に実施した。 イ

１５歳～３９歳を対象としたヤング健診を実
施する。
乳幼児、妊婦、２０歳～３９歳を対象とした
次世代デンタル健診を年３回実施する。

●健康相談、保健指導の充実
健康相談（保健センター会場）　月１回実施
する。

C 健康相談を実施し、39人が相談した。 2・3
男女共に利用し相
談している。

ア
健康相談（保健センター会場）　月１回実
施する。

●市役所におけるノー残業デーなど
の推進

人事課 水曜日をノー残業デイとする。 A
毎週水曜日に、電子メールでノー残業デイを通
知した。

2
全職員へ制度を周
知した。

ア 毎週水曜日をノー残業デイとする。

●育児休業制度、介護休暇制度の周
知と奨励 男女共同参

画推進セン
ター

国や県の取組について、人事課と情報を
共有する。 B

県主催の「働き方改革実践講座」について人事
課と情報の共有を図った。

1・2
チラシを来館者の
目に留まり易い場所
に配架した。

ィ
国や県の取組について、人事課と情報を
共有する。

●ワーク・ライフ・バランスを推進する
情報提供

子ども未来課
関係機関等が作成したパンフレットなどの
配布、ポスターの掲示などにより啓発に努
める。

B
関係機関等が作成したパンフレットなどの配布、
ポスターの掲示などによる意識啓発活動の推進
を行った。

2

来庁者の目に留まり
やすい場所に配架
して広く周知を行っ
た。

ア
引き続き、関係機関等が作成したパンフ
レットなどの配布、ポスターの掲示などによ
り啓発に努める。

●情報紙「VIVA」やその他のメディア
の活用 商工観光課

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

●雇用確保のための相談等の実施

人事課 ワーク・ライフ･バランス研修を実施する。 A
主査級以上の職員を対象にワーク・ライフ・バラン
ス研修（11/13）を実施した。

2
ワーク・ライフ・バラ
ンス研修：46名参加

ア ワーク・ライフ･バランス研修を実施する。

●育児休業制度・介護休業制度の普
及と利用促進 男女共同参

画推進セン
ター

県等が作成したポスターの掲示や印刷物
を配布し啓発を促す。

B
・国や県、NPO法人が作成した冊子やチラシ類を
配布、ポスターを掲示した。

1・2
来館者の目に留まり
易いように受付カウン
ター付近に設置した。

ィ
県等が作成したポスターの掲示や印刷物
を配布し啓発を促す。

（２）仕事と生
活の調和に
関する情報
提供

①仕事と生活の調和に
関する情報提供と制度
の普及

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）仕事と生
活の調和へ
の意識啓発・
制度の普及

①仕事と生活の調和の
実現に向けた意識啓発
の推進

②働く男女の健康管理
対策

保健センター

③庁内におけるワーク・
ライフ・バランスの実現
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重点施策５　経済社会における男女共同参画の推進（雇用機会均等）

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

●市民を対象に女性が働くための情
報提供

商工観光課

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努める。
特に女性を対象としたものは、保健セン
ター及び子ども未来課への分配を行う。

B

関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ター掲示などを行い啓発に努めた。特に女性を
対象としたものは子ども未来課等への配分を行っ
た。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスター掲示などを行い啓発に努めた。特
に女性を対象としたものは子ども未来課等
への配分を行う。

●就職支援講座やお仕事相談会の
開催など各種講座・講演会等の学習
機会の拡大

男女共同参
画推進セン
ター

・埼玉県女性キャリアセンターとの共催で
「女性のための再就職セミナー」を開催す
る。
・女性活躍推進事業において、再就職を希
望する女性、管理職を目指す女性等を対
象としたセミナーを開催する。

※参加者の増加を図るため、他機関との連
携・共催を検討する。

A

・埼玉県、行田市、加須市、羽生市、ハローワー
ク行田共催により『就職支援セミナー』を実施
（R1.9.25）。
講師：埼玉県女性キャリアセンター　　キャリアコ
ンサルタント
・ビジネス力アップセミナーの開催（R1.11.30）

1・2

・就職支援セミナー
受講者21名
・ビジネス力アップ
セミナー
受講者42名

ィ

・埼玉県女性キャリアセンターとの共催で
「女性のための再就職セミナー」を開催す
る。
・女性活躍推進事業において、再就職を
希望する女性、管理職を目指す女性等を
対象としたセミナーを開催する。

※参加者の増加を図るため、他機関との
連携・共催を検討する。

●中小企業者向け法律相談や経済
講演会等の実施

商工観光課
商工会議所が行う法律相談や経済講演会
に謝金の支払・補助金の交付などを行う。

A
計画どおりの商工会議所が行う法律相談や経済
講演会に謝金の支払・補助金の交付などを行っ
た。

3
男女共に利用、参
加。

ア
商工会議所が行う法律相談や経済講演会
に謝金の支払・補助金の交付などを行う。

●各種講座の開催

男女共同参
画推進セン
ター

・埼玉県女性キャリアセンターとの共催で
「女性のための再就職セミナー」を開催す
る。
・女性活躍推進事業において、再就職を希
望する女性、管理職を目指す女性等を対
象としたセミナーを開催する。

※参加者の増加を図るため、他機関との連
携・共催を検討する。

A

・埼玉県、行田市、加須市、羽生市、ハローワー
ク行田共催により『就職支援セミナー』を実施
（R1.9.25）。
講師：埼玉県女性キャリアセンター　　キャリアコ
ンサルタント
・ビジネス力アップセミナーの開催（R1.11.30）

1・2

・就職支援セミナー
受講者21名
・ビジネス力アップ
セミナー
受講者42名

ィ

・埼玉県女性キャリアセンターとの共催で
「女性のための再就職セミナー」を開催す
る。
・女性活躍推進事業において、再就職を
希望する女性、管理職を目指す女性等を
対象としたセミナーを開催する。

※参加者の増加を図るため、他機関との
連携・共催を検討する。

③女性の活躍による経
済の活性化

●起業家支援事業助成制度による支
援 商工観光課 起業家支援制度の周知徹底を図る。 A

女性起業家に対して助成を行った。（令和元年
度申請は2件中1件）

3
男女ともに制度を利
用。

ア 起業家支援制度の周知徹底を図る。

●相談事業の実施

保健センター リーフレットの配布　相談は随時対応。 A
妊婦届出時に【働きながら妊婦・出産・育児され
るために】のリーフレットを配布した。相談は随時
対応した。

2
男性の育児休暇に
ついて記載されて
いる。

ア リーフレットの配布　相談は随時対応。

●関係機関が作成したパンフレットの
配布、ポスターの掲示などによる啓発

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努める。

B

関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。また、働く
女性のための制度や相談窓口の周知を合わせ
て行った。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を図った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努める。

●関係機関が作成したパンフレットの
配布や、ポスターの掲示等による各種
法制度の啓発活動の実施

●男性の育児休業取得についての啓
発

②指導的立場への女
性の参画促進 商工観光課

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、市報などを通じ啓発に努
める。

D
関係機関が作成したポスター等の掲示を行わな
かったため、評価はDとした。

4 ウ
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、市報などを通じ啓発に努
める。

男女共同参
画推進セン
ター

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、市報などを通じ啓発に努
める。

D
関係機関が作成したパンフレットの配布などによ
る周知等は行わなかったため評価はDとした。

4 ウ
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、市報などを通じ啓発に努
める。

●女性アドバイザー研修参加の促進
農政課

各機関において実施する研修会に参加
する。

B 各機関において実施する研修会に参加した。 3 ア
各機関において実施する研修会に参加す
る。

（３）農業・自
営業におけ
る男女共同
参画の推進

①女性農業者育成・支
援

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、市報への掲載などを行
い啓発に努める。

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、市報への掲載などを行い
啓発に努める。

①市民に向けた法制度
の周知

●300人以下の事業に対する一般事
業主行動計画の策定の促進

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を図った。

B

（２）雇用環
境の整備促
進と事業所
への啓発

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）女性の
就労支援・
キャリア形成
支援

①女性が働くための情
報並びに学習機会の
提供

②女性のキャリア形成
支援

④働く女性の母体保護
の促進

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示、市報への掲載などを行い啓発に努
めた。
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重点施策５　経済社会における男女共同参画の推進（雇用機会均等）

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●農業経営改善支援センターの活用
と就農相談の推進

農政課

農業経営改善センターでは、担い手農家
の確保や育成のために平成6年度から全
国、都道府県、市町村の各段階において
設置され、担い手農家への情報提供や経
営改善を実施している。
本市においては「行田市農業経営基盤強
化の促進に関する基本的な構想」におい
て、農業所得目標を1人あたり560万円と掲
げ、その達成に向けた農業経営の改善支
援を行う。

E
R2.3.31現在、女性からの就農相談が2件あっ
た。

4 ウ

農業経営改善センターでは、担い手農家
の確保や育成のために平成6年度から全
国、都道府県、市町村の各段階において
設置され、担い手農家への情報提供や経
営改善を実施している。
本市においては「行田市農業経営基盤強
化の促進に関する基本的な構想」におい
て、農業所得目標を1人あたり560万円と
掲げ、その達成に向けた農業経営の改善
支援を行う。

②家族経営協定の普
及促進

●家族経営協定の普及促進
農政課
農業委員会

新規の家族経営協定の締結件数１件以上 E
希望者がいなかったため新規の家族経営協定を
締結できなかった。

3 ア 新規の家族経営協定の締結件数１件以上

農政課 各協議会等女性委員の登用に努める。 D
各協議会等女性役員の登用に努めた。女性委
員がいる協議会は5団体、7名。

1・2
平等に意見を出し
合い事業を実施し
た。

ア 各協議会等女性委員の登用に努める。

農業委員会 平成３２年７月１９日までの任期 D
農地利用最適化推進委員20名のうち２名が女性
委員として登用された。

1・2
推進委員20名のう
ち女性2名を登用し
た。

ア 令和2年㋆19日までの任期

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B

関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。また、相談
窓口についてもパンフレットの配布を積極的に
行った。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を図った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

保健センター 市報、HPに啓発記事を掲載。 A
市報、HPに気持ちリフレッシュ講演会の開催を記
載。参加者数42人

3 男女共に参加した。 ア 市報、HPに啓発記事を掲載。

人事課
職員向けメンタルヘルス等研修会を実施す
る。

A
主事・主任級の職員を対象にレジリエンス向上研
修（2/5）を実施した。

1・2
レジリエンス向上研
修：62名参加

ア
職員向けメンタルヘルス等研修会を実施
する。

●過重労働による健康障害防止の適
切な措置についての事業所等に向け
た啓発 商工観光課

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B

関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。また、相談
窓口についてもパンフレットの配布を積極的に
行った。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を図った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

●市民に対する健康障害の未然防止
のための健康管理対策の促進 保健センター

心の健康を守るための終活に関する公開
講座を実施。

A
気持ちリフレッシュ講演会の内容に自殺予防を
盛り込んだ。

3 男女共に参加した。 ア
心の健康を守るための終活に関する公開
講座を実施。

人事課
産業医（内科医・精神科医）による健康相
談を実施し、相談の充実を図る。

A
全職員を対象にした産業医（内科医・精神科医）
による健康相談を実施した。

2
健康相談：毎月１回実
施 イ

全職員を対象にした産業医（内科医・精神
科医）による健康相談及び月４５時間以上
の時間外勤務者に対して産業医（内科
医）への相談を勧奨する。

（３）農業・自
営業におけ
る男女共同
参画の推進

①女性農業者育成・支
援

（４）職場に
おける心身
両面にわた
る健康対策
（過重労働
対策など）

①メンタルヘルスケア
の促進

●労働者の心の健康の保持増進のた
めの措置（メンタルヘルスケア）の実施
を促す事業所に向けた啓発

②過重労働による健康
障害防止対策

③農業分野における女
性の参画促進

●農業委員及び各種農業組織への
女性の参画の推進
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重点施策６　子育てしやすい環境の整備・充実

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

男女共同参
画推進セン
ター

・埼玉県女性キャリアセンターとの共催で
「女性のための再就職セミナー」を開催す
る。
・女性活躍推進事業において、再就職を希
望する女性、管理職を目指す女性等を対
象としたセミナーを開催する。

※参加者の増加を図るため、他機関との連
携・共催を検討する。

Ａ

・埼玉県、行田市、加須市、羽生市、ハローワー
ク行田共催により『就職支援セミナー』を実施
（R1.9.25）。
講師：埼玉県女性キャリアセンター　　キャリアコ
ンサルタント
・ビジネス力アップセミナーの開催（R1.11.30）

1・2

・就職支援セミナー
受講者21名
・ビジネス力アップ
セミナー
受講者42名

ィ

・埼玉県女性キャリアセンターとの共催で
「女性のための再就職セミナー」を開催す
る。
・女性活躍推進事業において、再就職を
希望する女性、管理職を目指す女性等を
対象としたセミナーを開催する。

※参加者の増加を図るため、他機関との
連携・共催を検討する。

子ども未来課

子育て支援センター「きっずプラザあおい」
で引き続き「子育てガイドブック」及び「子育
てマップ」を配布するほか、子育て相談を
行う。

Ａ
子育て支援センター「きっずプラザあおい」で、子
育てガイドブック」及び「子育てマップ」を配布した
ほか、月2回程度子育て相談を行った。

2
ガイドブックを配布
するほか、子育て相
談を行った。

ア

子育て支援センター「きっずプラザあお
い」で引き続き「子育てガイドブック」及び
「子育てマップ」を配布するほか、子育て
相談を行う。

保健センター
母子健康手帳交付時に制度について周知
及び説明を行う。

A
母子健康手帳交付時に制度について周知をす
るとともに、必要に応じて説明を行った。

2
男女共同参画の基
本理念をベースに
説明を実施した。

ア
母子健康手帳交付時に制度について周
知及び説明を行う。

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

●くるみんマークの普及促進 男女共同参
画推進セン
ター

VIVA情報紙等で普及促進を行う。 A
情報紙VIVA第41号（9月発行）に記事を掲載し
周知した。

1 30,100部配布。 ア VIVA情報紙等で普及促進を行う。

●子育てを支援している企業の拡大

子ども未来課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などによる意識の啓発を図
る。

Ａ
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。

2
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などによる意識の啓発を図
る。

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

●病気の児童を医療機関に付設され
た専用スペースでの一時的保育

●児童を児童養護施設等で一時的に
養育

●延長保育の充実

●障がい児保育の推進

●乳幼児保育を推進

③保育士の資質向上 ●研修会への参加促進
●保育協議会・保育士会の運営支援

子ども未来課
年3回実施する研修会の助成を予定してお
り、保育協議会、保育士会の運営支援を
行っていく。

B

保育士向けに年3回研修を実施した。
保育協議会への運営費補助金を支出するととも
に、園長部会などの場で市からの子育て支援施
策に関する情報提供を随時行った。

2
保育士の資質向上
を図ることがきた。

ア
年3回実施する研修会の助成を予定して
おり、保育協議会、保育士会の運営支援
を行っていく。

④企業内保育施設の
設置促進

●企業内保育施設の設置促進

子ども未来課
県担当課への窓口となり、設置促進を進め
ていく。

B
県の企業内保育施設に関する情報を随意提供し
ている。

3
保護者が働くための
支援ができた。

ア
県担当課への窓口となり、設置促進を進
めていく。

⑤放課後児童対策事
業

●就労などにより保護者が昼間家庭
にいない低学年児童を対象に放課後
の遊び及び生活の場の提供

子ども未来課
保護者が昼間いない児童に対し、放課後
等に居場所を提供し、適切な保護及び育
成を図る。

B
公設民営（17か所）　延べ9,804名利用
民設民営（1か所）　延べ233名利用

3
各運営法人に委託
して事業を実施し
た。

ア
保護者が昼間いない児童に対し、放課後
等に居場所を提供し、適切な保護及び育
成を図る。

⑥ファミリー・サポート・
センター事業の推進

●ファミリー・サポート・センター事業
の推進

子ども未来課
ファミリー・サポート・センター事業を推進す
るための広報活動を展開し、協力会員の増
加を図る。

B
会員数・・302名　延べ活動回数･･5,338回
　《内訳》
提供会員68名、依頼会員223名、両方会員11名

2
市報、ホームページ
などで制度の周知
を図った。

ア
ファミリー・サポート・センター事業を推進
するための広報活動を展開し、協力会員
の増加を図る。

ア子ども未来課

子ども未来課

B
延長保育の実施施設･･･8保育所(自主事業含
む）

3
保護者が働くための
支援ができた。

（１）子育て
がしやすい
制度の活用・
職場環境づ
くりに向けた
啓発

①子育てがしやすい制
度の活用に向けた啓発

●子育てをするためのセミナーや連
続講座を開催

②子育てがしやすい職
場づくりに向けた啓発

①子育て支援事業の
充実（病後児保育事業
／ショートステイ事業／
トワイライトステイ事業）

②保育サービスの充実
（延長保育事業／障が
い児保育事業 乳幼児
保育事業等）

（２）男女が
働き続けや
すい環境の
整備（子育て
支援事業の
充実）

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

今後も引き続き、保育サービスの充実を推
進し、保護者の就労支援を行っていく。

病気回復期にある児童を家庭で保育でき
ないとき、看護師や保育士のいる専用施設
で一時的に預かり、子育てと就労支援を
行っていく。

B
病児・病後児保育の延べ利用人数･･･381名
ショートステイ事業の延べ利用人数･･･14名
トワイライトステイ事業の延べ利用人数･･･246名

2

市報、ホームページ
などで制度の周知
を図った。
サービスの機会と場
の確保に努めた。

ア

病気回復期にある児童を家庭で保育でき
ないとき、看護師や保育士のいる専用施
設で一時的に預かり、子育てと就労支援
を行っていく。

今後も保育サービスの充実を推進し、保
護者の就労支援を行っていく。
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重点施策６　子育てしやすい環境の整備・充実

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

子ども未来課
家庭における児童に関わる悩み等の相談
体制の充実を図っていく。

B

家庭児童相談員2名
延べ相談件数･･･554件
　《内訳》
性格・生活習慣等　　延べ21件
学校生活　  延べ245件
家族関係　　 延べ140件
環境福祉　延べ92件
心身障害　延べ１件
非行　　　　0件
その他　　　延べ55件

2

必要に応じて関係
機関と連携を図り、
児童虐待の早期発
見や防止に向けて
対応した。

ア
家庭における児童に関わる悩み等の相談
体制の充実を図っていく。

保健センター 相談に随時対応。 A 随時、相談に対応した。 2
男女共同参画の視
点を持って相談に
応じた。

ア 相談に随時対応。

②来所・電話による教
育相談事業の充実

●教育相談の充実

教育研修センター

・子育てに悩む相談者の思いに寄り添った
あたたかな教育相談を進める。
・早期療育事業においては、一人一人の子
供の特性に応じた適切な療育を行うととも
に、父母との適宜の面談を通して、就学相
談を含めたきめ細かな支援に努め、内容の
深化を図っていく。

A

・相談者の思いに寄り添い、傾聴姿勢で適切な
相談を行った。
〈延べ相談件数〉
面接相談６４３件、電話相談７３６件、
訪問相談２０２件　計１５８１件
・発達に課題のある年長児及び小学校１年生を
対象とした早期療育事業（ステップ教室）を実施
し、子供の発達を促した。
〈実施人数・述べ指導回数〉
年長児 ２８名　小学校１年生１３名
指導実施延べ回数３９３回

１・２

・教育相談で来所
や電話相談をされ
た方々に対し、男女
の区別なく平等に
相談業務を行った。
・早期療育事業で
は、父母との面談を
通して療育方針を
決め、子育て支援
に努めた。

ア

・子育てに悩む相談者の思いに寄り添っ
たあたたかな教育相談を進める。
・教育相談をとおして、子供のよりよい生活
が支援できるよう、幼稚園・保育園や学校
との連携を図り、情報を共有する。
・早期療育事業においては、一人一人の
子供の特性に応じた適切な療育を行うとと
もに、父母との適宜の面談を通して、就学
相談を含めたきめ細かな支援に努め、内
容の深化を図っていく。

●子育てや教育に関する図書及び視
聴覚資料の整備

教育研修センター

子育てや教育、発達障害に関する図書の
充実と早期療育で使用するドリルの充実を
図っていく。

A

子育てや教育、発達障害に関する図書及び資料
の充実を図った。
早期療育に必要なことば集めなどのドリルを調
査・収集し、充実した活用を図った。

１・２

早期療育指導員が
意見を出し合い、教
材の選定及び資料
の充実を図った。

ア
子育てや教育、発達障害に関する資料の
充実と早期療育で使用する教材・教具の
充実を図っていく。

●生活に密着した地域の子育て情報
の提供

図書館
平成３０年度に引き続き、子育てや教育に
関する資料を収集する。

A
子育てに関する資料、教育に関する資料の収集
に努めた。

２・３
子育て支援に資す
る資料の収集に努
めた。

ア
令和元年度に引き続き、子育てや教育に
関する資料を収集する。

●ブックスタート事業においての子育
てに関する情報の提供

図書館
平成３０年度に引き続き、ブックスタート事
業や親子の絵本講座において子育てに関
する情報を提供する。

A

絵本を渡す際に、本の読み聞かせの方法や、子育て
に関する情報などを提供した。＜ブックスタートパック
セットを配布（＊配布場所は図書館と保健センター）＞
親子の絵本講座を年4回開催し、延べ１１０人が参加し
た。

２・３

対象の親子がより多く集
まる保健センターの１０
か月児相談において実
施し、子育て関連の情
報を提供した。

ア
令和元年度に引き続き、ブックスタート事
業や親子の絵本講座において子育てに
関する情報を提供する。

①幼児学級等の開催 ●就学前の親子を対象に各種学級・
教室の開催
●地域の母親たちのネットワークづく
り
●男性の家事育児への参画プログラム

地域公民館 幼児学級・親子教室等の継続。 B
各地域公民館で幼児学級・親子教室を開催し
た。

2・3

親子のコミュニケー
ションや参加した親
同士の繋がりを深め
ることができた。

ア 幼児学級・親子教室等の継続。

●相談指導・子育てサークル等の育
成などの支援

子ども未来課
地域子育て支援拠点（7か所）において、親
子が集える場所を提供するほか、子育て相
談を行う。

B
　地域子育て支援拠点の設置及び利用状況
一般型・・・7か所　延べ26,938名

2

市報、ホームページ
での周知やパンフ
レット配布により広く
周知を行った。

ア
地域子育て支援拠点（7か所）において、
親子が集える場所を提供するほか、子育
て相談を行う。

●子育て支援センターの機能の充実

保健センター
子育て支援センターの紹介及び「あおい」
での相談。

A
子育て支援センターの紹介及び「あおい」での相
談等を実施した。

3
利用者には男女を
問わず声がけをし
た。

ア
子育て支援センターの紹介及び「あおい」
での相談。

●関係機関が作成したパンフレットの
配布や、ポスターの掲示等を行うこと
による啓発活動

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

B
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。

（４）子育て
中の親の交
流・ネット
ワークづくり
の支援

（５）男性が
子育てしや
すい環境の
整備

（３）子育て
関連の相談
サービスの
充実

①育児・介護休業制度
利用の促進

①子育てに関する相談
体制の充実

●家庭児童相談員等による相談体制
の充実

③子育てや教育に関
する情報の収集・提供

②地域子育て支援拠
点事業の推進
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重点施策６　子育てしやすい環境の整備・充実

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●男性の制度利用促進に向けた啓発
活動

人事課

特定事業主行動計画に基づいた取組を実
施する。
制度に関するハンドブックを送付し、全職
員へ周知する。

A 「仕事と育児両立支援ハンドブック」を作成 2
育児休業を取得し
た男性職員の数：2
名

ア

特定事業主行動計画に基づいた取組を
実施する。
制度に関するハンドブックを送付し、全職
員へ周知する。

地域公民館 男性学級・男性料理教室の継続 B 講座で男性学級・男性料理教室を実施した。 2・3

男性が気軽に参加
でき家庭や地域へ
の参画を促すような
内容で開催した。

ア 男性学級・男性料理教室の継続

男女共同参
画推進セン
ター

男性の家庭への参画と自立を促すために
「男性料理教室」及び「親子料理教室」を開
催する。

C
・親子料理講座：「デコ巻き寿司づくり」R1.7.27
・男性料理教室は新型コロナウィルス感染拡大防
止のため実施できなかった。

1・2
受講者数　　22名
大人　10名
子ども　12名

ア
男性の家庭への参画と自立を促すために
「男性料理教室」及び「親子料理教室」を
開催する。

（５）男性が
子育てしや
すい環境の
整備

①育児・介護休業制度
利用の促進

②男性の家庭や地域
への参画を促進する講
座の充実

●男性学級（男の料理教室など）の実
施
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重点施策７　男女共同参画の視点に立った防災・防犯体制の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

●地域防災計画等において男女共
同参画の視点の反映

●防災関連の会議等において女性の
参画拡大の検討

●研修会、出前講座等を通じて自主
防災活動に関する普及及び結成の啓
発

防災安全課
防災意識の高揚及び知識の向上を図るた
め、出前講座等において啓発を行う。

B
防災意識の高揚及び知識の向上を図るため、出
前講座等において啓発を行った。

3
男女の別なく啓発を
実施した。

ア
防災意識の高揚及び知識の向上を図るた
め、出前講座等において啓発を行う。

●日常的な見守り活動の中から災害
弱者に対する災害時の支援のあり方
の検討

地域づくり支援課

自治会連合会が取り組む自主防災組織の
運営・充実に向けた調査・研究を支援す
る。

B

自治会連合会が共催で開催した「防災講演会」
に協力した。
自治会女性部連絡会が実施した「女性の視点に
立った防災講座」に協力した。

2
事業実施にあたり、
男女共に講座に参
加した。

ア
自治会連合会が取り組む自主防災組織の
運営・充実に向けた調査・研究を支援す
る。

福祉課 民生委員に対する啓発を継続。 B 79自治会でささえあいマップの更新を実施 １・２・３
災害時の支援の在り
方の検討及び平常時
の見守り体制の構築

ア 民生委員に対する啓発を継続。

男女共同参画
推進センター 計画なし。 D

ネットワーク会議委員や自治会女性部、登録団
体などから参加いただき、防災セミナーを実施し
た。参加者からは学校や市役所のパイプ役として
リーダーシップを発揮したいなどの感想があっ
た。

2・3
参加者26名
男7名
女19名

ア 防災関連セミナー等の開催。

③消防活動における男
女共同参画の推進

●浮き城のまち行田・消防ボランティ
アレディース隊などの活動の促進

消防本部 各種行事への積極的な参加を呼びかける B
消防出初式、文化財防火デー、忍城時代まつり
等への参加を呼びかけ、火災予防の啓発活動を
行った

3
イベント来場者に対
し火災予防啓発
グッズを配布した。

エ
消防団員に女性分団が発足したことから、
令和元年度末で、浮き城のまち行田・消
防ボランティアレディース隊が解散した。

●行田市消防団甲斐姫分団の活動
推進

消防本部 各種行事への積極的な参加を呼びかける B
消防出初式、さきたま火まつり、ひとり暮らし高齢
者の防火指導等、火災予防の啓発活動を行った

3

イベント来場者やひ
とり暮らし高齢者に
対する火災予防啓
発活動を行う。

エ
消防出初式、さきたま火まつり、ひとり暮ら
し高齢者の防火指導等への参加を呼びか
け、火災予防の啓発活動を実施する。

（２）防犯に
おける男女
共同参画の
推進

①防犯分野における男
女共同参画の推進

●地域における防犯組織・団体の拡
大・育成

防災安全課
防犯団体数を増加させ女性の視点を反映
させる。

C 防犯推進委員298人中8人が女性となっている。 ア
防犯団体数を増加させ女性の視点を反映
させる。

行田市防災会議に
男女共同参画の視
点を反映した。

ア
法律等で定める現状の構成員による防災
会議の実施。

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

１）防災にお
ける男女共
同参画の推
進

①防災分野における男
女共同参画の推進

防災安全課

②自主防災組織の結
成促進及び育成

●女性団体等地域で活動する女性
リーダーの育成

法律等で定める現状の構成員による防災
会議の実施。

A

自治会女性部連絡会及び男女共同参画推進審
議会の女性2名に加え、加須保健所所長、行田
警察署署長、副市長、教育長の女性4名を防災
会議委員として任命し、令和2年2月3日に防災会
議を実施した。

1
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重点施策８　生活上の困難に直面しやすい人々が暮らしやすい環境の整備

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

●児童扶養手当の支給

●ひとり親家庭等医療費支給

保険年金課

ひとり親家庭に対し、医療費の一部を支給
することにより、ひとり親家庭の生活の安定
と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の
増進を図る。

A

ひとり親家庭等に対し医療費の一部を支給する
ことにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を
支援し、ひとり親家庭の福祉の増進を図った。
受給者登録数　570人（子ども医療費受給者を除
く）
　支給総額　18,254,934円

1
市報やホームペー
ジなどで制度の周
知を図った。

A

ひとり親家庭に対し、医療費の一部を支給
することにより、ひとり親家庭の生活の安定
と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の
増進を図る。

●自立支援教育訓練給付 Ｂ 2
就労支援の制度の
周知を行った。

●高等技能訓練促進給付 Ｂ 2
母子父子家庭に制
度の周知を図った。

●通所施設（日中活動系）サービスの
機会と場の確保
●グループホームや介護老人福祉施
設等の設置に対する支援

福祉課

日中活動系サービスの利用人数。
介護給付費195人
訓練給付費180人
※障害福祉計画によるH31見込量

A

日中活動系サービスの利用人数。
介護給付費198人
訓練給付費176人

3
男女の別なくサービ
スの機会と場の確
保に努めた。

ア

日中活動系サービスの利用人数。
介護給付費195人
訓練給付費180人
※障害福祉計画によるR2見込量

●個々の生活環境や身体状況に適し
た生活支援事業の実施

高齢者福祉課 事業を継続していく。 Ｂ

主な事業として
○乳酸飲料等配達サービス事業
　利用者：408名　事業費：7,235,260円
○緊急通報システムサービス事業
　利用者：395名　事業費：5,221,760円
　新規設置台数：56台（1,840,860円）
○配食サービス事業
　利用者：156名　事業費：9,875,400円

3
男女の別なくサービ
ス提供に努めた。

ア 事業を継続していく。

●在宅介護支援事業の充実

事業を継続していく。 Ｂ

紙おむつ給付事業
　利用者：224名　事業費：10,206,921円
介護者手当支給事業
　対象者：85名　事業費：4,410,000円

3
男女の別なくサービ
ス提供に努めた。

ア 事業を継続していく。

●施設整備について、計画に基づき
検討 事業を継続していく。 B

第７期行田市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画に基づき、施設整備の予定なし。

3
男女の別なくサービ
ス提供に努めた。

ア 事業を継続していく。

●障がいのある人の地域生活や社会
参加の支援
●自立に向けた教育の充実
●人にやさしいまちづくりの推進 福祉課

民間サービス事業者が実施する在宅障害
児（者）の一時預かりや派遣による介護
サービス、移送や外出援助サービスなどの
一部を助成し、障害児（者）やその家族の
負担軽減を図る。

A

民間サービス事業者が実施する在宅障害児
（者）の一時預かりや派遣による介護サービス、
移送や外出援助サービスなどの一部を助成し、
障害児（者）やその家族の負担軽減を図った。
登録事業者20事業所　利用登録者622人

3
男女の別なく社会
参加への支援に努
めた。

ア

民間サービス事業者が実施する在宅障害
児（者）の一時預かりや派遣による介護
サービス、移送や外出援助サービスなど
の一部を助成し、障害児（者）やその家族
の負担軽減を図る。

●安心できる保健・医療施策の推進
保健センター

市報、ＨＰ・携帯サイトに休日急患診療等を
掲載。

A 市報、ＨＰに休日急患診療を掲載。 3
わかりやすい情報
提供に努めた。

ア
市報、ＨＰ・携帯サイトに休日急患診療等
を掲載。

●子育ての総合支援窓口の設置によ
る、子育て中の保護者の様々な相談
を一元的に対応できる機能の強化

子ども未来課
子育て総合支援窓口及び家庭児童相談室
を継続設置する。

Ｂ
子育て総合支援窓口、家庭児童相談室の設置。
延べ相談件数　554件

2
窓口、相談室を設
置し、児童に関する
相談業務を行った。

ア
子育て総合支援窓口及び家庭児童相談
室を継続設置する。

●各種相談の充実
地域づくり支援課 各種相談を継続実施する。 A R1相談件数　法律相談110件　行政相談9件 1

相談者の主訴に適
した相談機関を紹
介した。

ア 各種相談を継続実施する。

●あらゆる人権問題に関して、気軽に
相談できる環境の整備

人権推進課
相談は随時受付。相談があった場合には、
人権擁護委員に対応を依頼し、関係機関
と連携・協力する。

A 人権擁護委員への相談2件 2
相談所は、男性と女
性の擁護委員で対
応している。

ア
相談は、随時受付。相談があった場合に
は、人権擁護委員に対応を依頼し、関係
機関と連携・協力する。

（１）ひとり親
家庭への支
援

（２）高齢者
福祉・障がい
者福祉・介
護保険の充
実

（３）相談事
業の充実

子ども未来課

①ひとり親家庭への経
済的支援

①各種相談窓口の充
実

高齢者福祉課

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

ひとり親家庭に対する各種就労・自立支援
制度の周知徹底を図っていく。

母子父子家庭に制
度の周知を図った。

ひとり親家庭に対して児童扶養手当制度
の周知徹底を図っていく。

児童扶養手当
　受給者数538名　　　支給総額365,019,640円

Ｂ ア

ひとり親家庭に対する各種就労・自立支
援制度の周知徹底を図っていく。

支給額　7,634,130円　　＊自立支援（　3名）
　　　　　　　　　　　　　　　　高等技能（　5名）

③障がい者福祉の充
実

②介護保険事業の充
実

子ども未来課

②母子家庭の就労・自
立の促進

①高齢者福祉サービス
の充実

2

ア

ひとり親家庭に対して児童扶養手当制度の
周知徹底を図っていく。
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重点施策８　生活上の困難に直面しやすい人々が暮らしやすい環境の整備

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●障害者自立支援協議会の運営の
活性化

三市共同の定例会、事例検討会の充実 B

行田市、加須市、羽生市の三市及び相談支援事
業委託先事業者により、障害福祉に係る定例会
を月例で開催した。あわせて、同構成団体の市
ケースワーカー及び事業所相談員による事例検
討会を月例で開催し、地域課題の解決に向け取
り組んだ。

1
男女の別なく意見を
出し合い課題解決
に取り組んだ。

イ 三市共同の定例会、事例検討会の充実

●相談支援センターの充実

引き続き三市共同で設置検討を行う D
行田市、加須市、羽生市の三市による共同設置
に向け、相談支援事業委託先事業者の選定等
協議を進めた。

1
男女の別なく意見を
出し合い協議した。

イ 引き続き三市共同で設置検討を行う

●専門的な相談員による相談窓口の
充実

・専門の女性相談員（3名体制）による相談
事業を継続する。

・情報紙ＶＩＶＡや市報及びホームページ等
にて相談受付窓口を周知する。

・VIVAや本庁舎内のﾄｲﾚ及び授乳室に相
談室案内ｶｰﾄﾞ（名刺ｻｲｽﾞ）設置と「ﾁｪｯｸﾘｽ
ﾄ」の掲示を継続して行なう。

A

・専門の女性相談員（3名体制）による相談事業
を実施。相談者自身が問題に気づき、自己解決
していくための支援を行った。
【面接相談】
毎週木曜日　13:00-16:00　3コマ（1コマ1時間）
毎週土曜日　14:00-16:00（2コマ）
場所：VIVAぎょうだ内相談室
【電話相談】
毎週土曜日　13:00-14:00（先着順）
・情報紙VIVAや市報及びホームページ等にて相
談受付窓口を周知した。
・本庁舎内のトイレに相談室案内カード（名刺サ
イズ）を設置した。
・VIVA及び本庁舎のトイレと授乳室に「支配があ
るかのチェックリスト」（NPO法人レジリエンス作）を
掲示し、ＤＶ被害者自身が早期にDVに気づき相
談に繋がるよう環境づくりの充実を図った。

１・２・３

・夫婦問題、親子の
問題、DV、セクハラ
等の相談を受け、離
婚ガイダンスやサ
ポートを行った。
〇相談件数
⇒延べ６４件

ア

・専門の女性相談員（3名体制）による相談
事業を継続する。

・情報紙ＶＩＶＡや市報及びホームページ
等にて相談受付窓口を周知する。

・VIVAや本庁舎内のﾄｲﾚ及び授乳室に相
談室案内ｶｰﾄﾞ（名刺ｻｲｽﾞ）設置と「ﾁｪｯｸﾘｽ
ﾄ」の掲示を継続して行なう。

●関係各課との連携の強化と相談体
制の整備

・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。
・相談事例対応研修会（ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ）を行
う。

D

・庁内DV対策連携会議は、コロナウィルス感染拡
大防止のため実施できなかったが、個別のケー
スについて関係課と連携を強化し情報共有を
図った。
・相談事例対応研修会は、県が県内市町村を持
ち回りで行っており、各市3年に1回程度の実施
で令和元年度行田市は対象外。

１・２・３

ＤＶ被害者に対する
支援方針や情報の
共有について連携
を図った。

ア ・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。

●消費生活相談の相談日の拡充 週5日の消費生活相談体制を継続する。 A 月～金　9:30～15:30・予約不要 1 相談件数429件 ア 週5日の消費生活相談体制を継続する。

●消費者問題の出前講座の実施 高齢者団体等への出前講座を実施する。 A
各種市民グループの要請を受け、1コマ1時間程
度の講座を実施した。

1 出前講座5回 ア 高齢者団体等への出前講座を実施する。

●福祉部門との連携

消費者被害防止サポーター養成講座を実
施する。
高齢者等見守り連絡会議を活用し、庁内
関係部署との情報共有、連携強化を図る。

A

福祉課等と互いに連絡を取り合って対応した。
高齢者を消費者被害から未然に防ぐため、地域
での見守りを強化するための消費者被害防止サ
ポーター養成講座を2回実施した。

1
様々な立場に配慮
しながら事業を実施
した。

ア

消費者被害防止サポーター養成講座を実
施する。
高齢者等見守り連絡会議を活用し、庁内
関係部署との情報共有、連携強化を図
る。

●外国人のサポートをしているＮＰＯ
活動の支援と協働

地域づくり支援課

「市民公益活動推進基本計画」に基づく、
各種施策を推進する。
「市民活動サポートセンター」での団体支援
に係る各種事業を実施する。

A

「市民公益活動推進基本計画」に基づき、各種
施策を実施した。
「市民活動サポートセンター」にて、NPOを始めと
した市民活動団体に対し、情報発信や活動場所
の提供など、支援を行った。

1
性別、立場等関係
なく、事業を進め
た。

ア

「市民公益活動推進基本計画」に基づく、
各種施策を推進する。
「市民活動サポートセンター」での団体支
援に係る各種事業を実施する。

福祉課

（３）相談事
業の充実

⑤外国籍の人々への
支援

④消費生活相談の充
実

地域づくり支援課

男女共同参
画推進セン
ター

②障がい者の自立支
援に向けた相談支援機
能の強化

③男女共同参画に関
する総合的相談窓口の
整備
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重点施策８　生活上の困難に直面しやすい人々が暮らしやすい環境の整備

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●外国人に対する窓口サービスの充
実

市民課
引き続き各種言語のパンフレットの配布。
ホームページの活用。外国語が堪能な職
員を起用。

A
各種言語のパンフレットの配布をした。外国語の
堪能な職員を起用し、窓口対応や届出書等に英
語を併記した。

１・２

外国語が堪能な職
員を窓口に配置し、
窓口サービスの充
実を図った。

ア
引き続き各種言語のパンフレットの配布。
ホームページの活用。外国語が堪能な職
員を起用。

（３）相談事
業の充実

⑤外国籍の人々への
支援
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重点施策９　生涯を通じた健康づくりへの支援

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

●「生涯にわたる性と生殖に関する健
康」（リプロダクティブ・ヘルス）の各種
相談を通じた支援啓発

●「性に関する健康を享受する権利」
（リプロダクティブ・ライツ）の各種相談
を通じた支援啓発

①健康づくり講座の開
催

●健康教育及び健康相談を個人の
健康状態に合わせ集団又は個別に
実施

保健センター
健康教育及び健康相談、市民けんこう大
学、大学院を開講する。

A
健康教育及び健康相談、市民けんこう大学、大
学院を開講した。

3
男女ともに参加し
た。

ア
健康教育及び健康相談、健康づくりマイス
ター養成講座を開講する。

●女性特有がん検診の受診促進

２０歳の女性に子宮がん検診クーポン券
を、４０歳の女性に乳がん検診のクーポン
券を送付。クーポン券により、無料で当該
検診が受診できる。
２０歳～３９歳の女性を対象にヤング乳がん
エコー検診を年3回実施する。

B

２０歳の女性に子宮がん検診及び４０歳の女性に
乳がん検診の無料クーポン券を送付。子宮がん
検診　１７人　受診　乳がん検診　96人　受診。ヤ
ング乳がん検診132人

2・3

検診を受けたことの
ない女性が検診を
受診するよい機会と
なった。

ア

２０歳の女性に子宮がん検診クーポン券
を、４０歳の女性に乳がん検診のクーポン
券を送付。クーポン券により、無料で当該
検診が受診できる。
２０歳～３９歳の女性を対象にヤング乳が
んエコー検診を年3回実施する。

●がん予防教室等の開催
がん検診時にがん予防のミニ講座を１９回
実施。

B
民間企業と連携し、血管年齢を測定。
がん検診時に、がんに関するパネル展示・ミニ講
和実施（参加386人）

2・3
男女にそれぞれ成
果があった。

ア 新型コロナの影響で、縮小して実施。

③男性の健康づくりへ
の支援等

●男性特有の疾患（前立腺がん）の
検診等の受診の促進 保健センター 前立腺がん検診を継続実施。 B 前立腺がん検診の受診者　２，１５８人 男性のみ受診 ア

前立腺がん検診を継続実施するが、今後
は要検討。

●感染症発生動向の情報提供

●感染症に関する知識の普及

●ＨＩＶ・その他性感染症の予防啓発

●予防接種率の向上

●正しい知識の普及啓発

●家族や周囲の人の対応方法を学ぶ
機会の提供

①子ども医療費支給事
業の充実

●子どもに対する医療費の一部を支
援

保険年金課

子どもが必要とする医療を容易に受けられ
るようにするため、引き続き、子どもに対す
る医療費の一部を支援することにより、保護
者の経済的負担を軽減し、子どもの保健の
向上と福祉の増進を図る。

A

子どもが必要とする医療を容易に受けられるよう
にするため、子どもに対する医療費の一部を支
援することにより、保護者の経済的な負担を軽減
し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図った。

1
市報やホームペー
ジなどで制度の周
知を図った。

ア

子どもが必要とする医療を容易に受けられ
るようにするため、引き続き、子どもに対す
る医療費の一部を支援することにより、保
護者の経済的負担を軽減し、子どもの保
健の向上と福祉の増進を図る。

●妊婦健診及び乳幼児健診による疾
病や異常の早期発見

●適切な指導による母子の健康の保
持増進

●妊娠・出産・育児に関する知識の普
及

●発達支援や育児不安の相談の充
実

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）生涯に
わたる性と生
殖に関する
健康と権利
についての
考え方の定
着

①リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関する
啓発（母性保護の啓発
活動の充実） 保健センター

リプロダクティブ･ヘルス／ライツを意識しな
がら相談に応じる。また、ママ･パパ教室を
継続実施する。

リプロダクティブ･ヘルス／ライツを意識しながら
相談に応じた。また、ママ･パパ教室を継続実施
した。

ア
リプロダクティブ･ヘルス／ライツを意識し
ながら相談に応じる。また、ママ･パパ教室
を継続実施する。

A 1・2

（２）生涯を
通じた健康
支援（個々の
ニーズに応
じた健康支
援）

②女性の健康づくりへ
の支援

保健センター

④感染症予防から治療
までの総合的な対策な
ど

保健センター
感染症関係は必要に応じて情報提供す
る。予防接種は継続実施。

ア

男女ともに参加が
あった。

ア

新型感染症については、迅速に情報提供
する。
感染症関係は必要に応じて情報提供す
る。予防接種は継続実施。

⑤薬物、喫煙、飲酒対
策

保健センター 助成件数　１５人  助成金額　150,000円 ア

禁煙チャレンジ応援プラン助成事業の実
施。
禁煙サポーター薬局による肺の健康
チェックの実施。

禁煙チャレンジ応援プラン助成事業の実
施。
禁煙サポーター薬局による肺の健康チェッ
クの実施。

2・3

（３）母子保
健の充実

②母子に関する健診の
充実

保健センター
妊婦健診、4ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健
診、2歳児歯科健診、3歳児健診の実施。

妊婦健康診査　実636人　　延べ4560人
4か月児健診　399人
1歳6か月児健診　402人
2歳児歯科健診　411人
3歳児健診　520人

妊婦健診、4ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健
診、2歳児歯科健診、3歳児健診の実施。

③母子保健相談・教育
の充実

保健センター

子育て包括支援センターの継続。
ママパパ教室、離乳食教室、妊婦相談、乳
幼児相談、各種専門相談の実施。
資料の配布。

子育て包括支援センターを設置し、赤ちゃんコン
シェルジュの助産師による相談を実施した。
（面接３３３人　電話１１５２人）
妊娠届出時にガイドブック、リーフレットを配布。
きっずプラザ「あおい」にて健康相談を実施した。
ママパパ教室81人　妊婦相談31人　離乳食教室
278人　乳幼児相談39人　理学療法相談94人
あおいの相談117人　ことばの相談109人 心理発
達相談16人　乳児健康教育395人。

イ

子育て包括支援センターの継続。
ママパパ教室、離乳食教室、妊婦相談、
乳幼児相談、各種専門相談の実施。
資料の配布。

A

2・3

ママパパ教室への
参加を勧めた。

B 3

本人及び保護者が
接種しやすいよう全
ての予防接種を医
療機関での個別接
種とした。

母子に関する健診
を実施し、早期発見
及び早期療育等必
要な支援を行うとと
に、医療へつなげ
た。

2・3
男女ともに助成事
業を利用した。

B

感染症についてはHPで情報提供した。
予防接種は年間を通じ医療機関で実施した。

B
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重点施策９　生涯を通じた健康づくりへの支援

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

①性に関する教育の推
進

●小中学校における性に関する指導
の実施

学校教育課
性に関する指導が系統的に実施できるよう
指導していく。

A
各学校が教育課程に位置づけ新学習指導要領
に基づいた系統的な指導を行うことができた。

2

学習指導要領を意
識させ系統的に学
習できるよう指導し
た。

イ
小中学校において、性に関する指導が系
統的に実施できるよう指導する。

②性や母性に関する情
報・資料の提供

●小中学校における性や母性に関す
る情報についての教材の整備

学校教育課
効果的な学習が実施できるよう教材の整備
を図り活用を促す。

A
教育委員会から教材の提供を行ったり研修会の
周知を行ったりして、ソフト面やハード面から教材
を各学校で活用できるようにした。

3
教材を積極的に活
用できるよう指導し
た。

イ
効果的な学習ができるよう教材の整備を
図り活用を促す。

●保健指導を通し感染症予防の知識
を身につける

●感染症発生動向の情報提供

●感染症に関する知識の普及

●予防接種率の向上

②薬物・喫煙・飲酒対
策など

●薬物・喫煙・飲酒の健康への影響
を学習し、健康を保持できる児童・生
徒を育成 学校教育課

引き続き、薬物乱用防止教室や喫煙防止
教室を実施し健康意識を高めていく。

A
学校医や行田中央病院との連携を強化し、薬物
乱用防止教室や喫煙防止教室の取り組みをより
一層充実させた。

1
健康教室を実施し
た。

イ
引き続き、薬物乱用防止教室や喫煙防止
教室を実施し健康意識を高めていく。

①スポーツ施設の整
備・充実

●スポーツ施設の整備

スポーツ振興課
市内各体育施設の経年劣化に伴う修繕等
を計画的に実施する。

B
体育施設の老朽化や部品等の経年劣化に伴
い、体育施設の修繕を行った。

2・3

総合体育館柔剣道場
耐震改修工事・剣道
場照明器具更新
（LED化）工事・富士
見公園野球場防球
ネット設置工事及びグ
ラウンド修繕・総合公
園弓道場床板修繕等
を実施

ア
市内各体育施設の経年劣化に伴う修繕等
を計画的・継続的に実施する。

②スポーツに親しむた
めの講習会の開催

●誰もが気軽に参加できるスポーツ
教室の開催

スポーツ振興課 スポーツ教室を継続開催する。 B
各地区体育協会の協力を得て、誰もが住んでい
る地域で気軽に参加できるスポーツ教室を開催
した。

2・3

グラウンドゴルフ・バ
ドミントン・卓球・フロ
アカーリング・スポー
ツ吹矢・ソフトバレー
ボール等。

ア
地域と連携したスポーツ教室を継続開催
する。

●各種講習会を開催し指導者を育成

スポーツ振興課 各種講習会を継続開催する。 B
普通救命講習(４３名参加）、スポーツ指導者等講
習会（８３名参加）を開催した。

2・3

開催に際し、各団体に
対して積極的な受講を
呼びかけ、指導者の育
成に努めた。

ア 各種講習会を継続開催する。

●「行田市スポーツ指導者登録制度」
に基づく幅広人材活用

スポーツ振興課 指導者登録制度に基づき人材活用する。 A 指導者登録制度に基づき人材活用した。 2・3

埼玉県スポーツリー
ダーバンク制度を競技
団体、登録希望指導者
ともに周知・活用

ア 指導者登録制度に基づき人材活用する。

効果的な学習が実施できるよう関係各所と
の連携を図る。

（６）生涯に
わたるスポー
ツ活動の促
進

③スポーツ指導者の育
成・充実

（４）学校教
育等におけ
る性に
関する
教育の充実

（５）学校教
育における
感染症等
予防対策
の推進

①感染症予防から治療
までの総合的な対策な
ど

学校教育課 A

学校医や医師会、北埼玉地区学校保健会と連
携を図り情報共有に努めた。同時に新型コロナ
ウィルス感染症拡大防止の観点から加須保健
所、県保健体育課とも連絡を密にとり、連携をより
一層深めた。

1

関係各所と積極的
に連携を図り健康
意識の向上を図るよ
う指導した。

イ
効果的な学習ができるよう関係各所との連
携を図る。
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重点施策10　暴力のない社会づくりの推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

男女共同参画
推進センター

・センター内に関係パンフレットを配架し啓
発に努める。

・「女性に対する暴力をなくす運動」週間に
DV防止の啓発を行う。

Ａ

・センター内に関係パンフレットを配架し啓発に
努めた。
・「女性に対する暴力をなくす運動」週間に「忍城
のパープルライトアップ」を実施した。R1.11.12～
11.25
・情報紙VIVA第41号にDVやセクシャルハラスメ
ント等に関する記事を掲載し周知した。

1・2・3

・パンフレットやタペ
ストリーは来館者の
目に留まり易いよう
にVIVAの玄関及び
受付カウンター付近
に設置した。
・情報紙VIVAは市
内全世帯に配布し
た。

ィ

・センター内に関係パンフレットを配架し啓
発に努める。

・「女性に対する暴力をなくす運動」週間
にDV防止の啓発を行う。

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会の開催（10
回　　　10件）
家庭児童相談室の継続設置（延べ相談件数554
件）

3

相談体制の充実に
努め、個別のケース
について対応が必
要な場合は、関係
機関で会議を開催
し情報共有や支援
の方針を検討した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

●人権擁護委員による啓発活動の実
施 人権推進課

人権擁護思想の普及高揚を図るため、人
権擁護委員による街頭啓発活動を実施す
る。（浮き城祭り、酉の市）

A
人権擁護委員による街頭啓発活動を実施した。
（浮き城祭り、酉の市）

3

祭りには様々な人
が来るため、積極的
に啓発活動を行っ
た。

ア
人権擁護思想の普及高揚を図るため、人
権擁護委員による街頭啓発活動を実施す
る。（浮き城祭り、酉の市）

高齢者福祉課 相談支援協力体制を強化する B
庁内に関係チラシを設置するとともに相談窓口
（市や地域包括支援センター）の周知等を実施
するとともに、警察との連携を強化した。

3
男女の区別なく相
談体制の充実に｢努
めた

ア 相談支援協力体制を強化する

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会個別ケース
検討会議の開催（10回　10件）
家庭児童相談室の継続設置（延べ相談件数
554件）

3

相談体制の充実に
努め、個別のケース
について対応が必
要な場合は、関係
機関で会議を開催
し情報共有や支援
の方針を検討した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

高齢者福祉課 地域包括支援センターにおける予防・啓発 B
地域包括支援センター訪問時における予防・啓
発を実施

3
男女の区別なく事
業を実施した

ア
地域包括支援センターにおける予防・啓
発

福祉課 関係機関との連携の継続。 B
虐待防止に係る法令に基づき、警察をはじめとし
た関係機関との連携を図り、相談業務を行った。

3
虐待防止に向け
た、意識の高揚、啓
発ができた

ア
警察をはじめとした関係機関との連携の継
続。

（２）暴力防
止に向けた
学校教育

①人権尊重、男女平等
教育の充実

●人権教育の全体計画・年間指導計
画の見直しの実施 学校教育課

行田市人権教育基本方針の周知とそれに
基づいた教育を実施していく。

A
学校ごとに計画の見直しを行い、それらに基づい
た人権尊重、男女平等の視点に立った教育活動
を実施している。

3
行田市人権教育基
本方針に基づいて
実施した。

イ
行田市人権教育基本方針の周知とそれに
基づいた教育を実施していく。

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）暴力を
許さない意
識づくり

①ドメスティック・バイオ
レンスの予防、防止に
向けた啓発活動

●家庭や職場における男女差別や配
偶者などからの暴力、セクシャル・ハラ
スメント防止のための啓発

②被害者、加害者向け
の啓発・支援

●相談時における予防、再発防止に
留意した対応
●加害者への啓発・相談体制の整備
検討
●地域包括支援センターにおける予
防・啓発
●高齢者及び障がいのある人に対し
虐待防止のパンフレットによる啓発や
支援
●警察、関係機関との連携による未
然防止
●児童相談を通した児童の保護者に
対するＤＶの防止
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重点施策10　暴力のない社会づくりの推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

男女共同参画
推進センター

・センター内に関係パンフレットを配架し啓
発に努める。

・「女性に対する暴力をなくす運動」週間に
DV防止の啓発を行う。

Ａ

・センター内に関係パンフレットを配架し啓発に
努めた。
・「女性に対する暴力をなくす運動」週間に「忍城
のパープルライトアップ」を実施した。R1.11.12～
11.25
・情報紙VIVA第41号にDVやセクシャルハラスメ
ント等に関する記事を掲載し周知した。

1・2・3

・パンフレットやタペ
ストリーは来館者の
目に留まり易いよう
にVIVAの玄関及び
受付カウンター付近
に設置した。
・情報紙VIVAは市
内全世帯に配布し
た。

ィ

・センター内に関係パンフレットを配架し啓
発に努める。

・「女性に対する暴力をなくす運動」週間
にDV防止の啓発を行う。

学校教育課 啓発活動を引き続き実施していく。 Ｃ
学校ごとにパンフレットやＤＶＤ等を用いて、啓発
活動を行った。

2
啓発活動を実施し
た。

イ 啓発活動を引き続き実施していく。

●「児童虐待の防止等に関する法律」
の周知 子ども未来課

市報や市HPに掲載するほか、児童虐待防
止啓発グッズ等を作成し、児童虐待防止に
ついて周知を図る。

B
市報ぎょうだにＰＲ掲載（11月号）
啓発品の配布

2

市報や市HPでの周知
のほか、児童虐待防止
の啓発品を配布して幅
広く周知を図った。

ア
市報や市HPに掲載するほか、児童虐待
防止啓発グッズ等を作成し、児童虐待防
止について周知を図る。

●地域社会全体に向けた積極的な啓
発活動 学校教育課

児童虐待は重大な人権問題である認識の
もと早期発見に努める。

Ａ 教職員に対し、同法律の周知を図った。 1
問題解決に向け、
男女の区別なく意
見を出し合った。

ア
児童虐待は重大な人権問題である認識の
もと早期発見に努める。

●虐待リスクの高い家庭の早期発見

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会の開催
　代表者会議  1回　　　実務者会議  3回
　個別ケース検討会議  10回
家庭児童相談室の設置　　延べ相談件数　554
件

3

会議を開催し、関係
機関と情報共有や
支援の方針を検討
した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

●家庭訪問や健診時等における児童
虐待の兆候のチェック 持田保育園

毎日、園児の身体をチェックし虐待が疑わ
れる場合は関係機関へ連絡。

Ａ
毎日園児の身体をチェックし、虐待が疑われる様
なケースはなかった。

3
登降園時、積極的
に保護者に話しか
けている。

ア
毎日、園児の身体をチェックし虐待が疑わ
れる場合には、関係機関へ連絡する。

●家庭児童相談員による相談体制の
充実

長野保育園 引き続き、子どもの様子を観察していく。 B
園児の観察を行い、関係機関と情報共有を図っ
た。

3

毎日、園児の様子や
体のチェックを行い、
併せて記録をとり、必
要な場合は、子ども未
来課に通報した。

ア 引き続き、子どもの様子を観察していく。

南河原保育園
毎日、園児の身体をチェックし、虐待が疑
われる場合は関係機関と連携する。

Ａ

毎日、園児の身体をチェックし虐待が疑われる場
合の関係機関への連絡。また、直接虐待につな
がらない身体の怪我についても職員内で情報を
共有する。

3

すべての園児に視
診を行った。また、
保護者との会話から
も情報を共有した。

ア
毎日、園児の身体をチェックし、虐待が疑
われる場合は関係機関と連携する。

学校教育課
児童虐待は重大な人権問題である認識の
もと早期発見に努める。

Ａ
学校全体で虐待リスクや兆候の早期発見に努め
ている。

3
問題解決に向け、
男女の区別なく意
見を出し合った。

ア
児童虐待は重大な人権問題である認識の
もと早期発見に努める。

男女共同参画
推進センター

・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。

・相談事例対応研修会（ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ）を行
う。

D

・庁内DV対策連携会議は、コロナウィルス感染拡
大防止のため実施できなかったが、個別のケー
スについて関係課と連携を強化し情報共有を
図った。
・相談事例対応研修会は、県が県内市町村を持
ち回りで行っており、各市3年ごとに1回程度の実
施で令和元年度は行田市は対象外。

１・２・３

ＤＶ被害者に対する
支援方針や情報の
共有について連携
を図った。

ア ・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。

保健センター
こんにちは赤ちゃん事業、養育支援家庭訪
問事業等による個別支援の実施。健診等
において虐待リスクの発見。

A
こんにちは赤ちゃん事業　342件
健診未受診児への訪問や健診時にリスクアセス
メントを実施し、予防に努めた。

3
男女の区別なく実
施。

ア
こんにちは赤ちゃん事業、養育支援家庭
訪問事業等による個別支援の実施。健診
等において虐待リスクの発見。

（３）デートＤ
Ｖ（結婚して
いない恋人
間での暴力）
防止活動の
実施

①若年者に対する予防
啓発の推進

●問題の発生を未然に防止するため
デートＤＶに関する講座の開催
●啓発パンフレットなどを活用した情
報提供
●若い世代に対するデートＤＶに関
する啓発

（４）児童虐
待の防止

①児童虐待に対する啓
発活動

②児童虐待の未然防
止
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重点施策11　ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

男女共同参画
推進センター 関係課と連絡を取り合い、情報共有する。 A

関係各課及び関係機関と連絡を取り合い、情報
を共有し必要とされる支援を行った。

1・2
必要に応じて関係
課と連携を図り対応
した。

ア 関係課と連絡を取り合い、情報共有する。

保健センター
通常業務の中で発見した場合は関係機関
へ連絡する。関係機関からＤＶ情報があっ
た場合は通常業務の中で見守りを行う。

A
通常業務の中で発見した場合は関係機関へ連
絡し、関係機関からＤＶ情報があった場合は通常
業務の中で見守りを実施した。

3
男女問わず実施し
た。

ア
通常業務の中で発見した場合は関係機関
へ連絡する。関係機関からＤＶ情報があっ
た場合は通常業務の中で見守りを行う。

福祉課
協定締結事業所の増。
地域安心ネットワーク会議の開催。
虐待防止マニュアルの活用。

B 協定締結事業所との情報交換を継続 3

虐待防止、早期発
見に向けた、意識の
高揚、啓発ができ
た。

ア
協定締結事業所の増。
地域安心ネットワーク会議の開催。
虐待防止マニュアルの活用。

高齢者福祉課

●関係機関からの情報収集による高
齢者等虐待防止 高齢者福祉課

人権推進課

防止対策として人権擁護委員による街頭啓
発と人権相談を実施。また人権・同和問題
地区別研修において、高齢者虐待等含め
た講演を実施。

A

人権擁護委員による街頭啓発を２回実施。人権
相談所を１３回開設。（相談件数２件）
人権・同和問題地区別研修会は１４地区３０会場
で実施。（参加者数1,619名）

2

地区別研修では、
講演のほか啓発ビ
デオを上映するな
ど、参加しやすくし
ている。

ア

防止対策として、人権擁護委員による街
頭啓発と人権相談を実施。また、人権・同
和問題地区別研修において、高齢者虐待
等含めた講演を実施。

●児童相談等においてＤＶを確認し
た場合の関係機関と連携した支援充
実

男女共同参画
推進センター

緊急時における他市町村との連絡につい
て、関係各課と連携し迅速かつスムーズに
対応する。

A
関係各課及び関係機関と連絡を取り合い、情報
を共有し必要とされる支援を行った。

1・2
必要に応じて関係
課と連携を図り対応
した。

ア
緊急時における他市町村との連絡につい
て、関係各課と連携し迅速かつスムーズに
対応する。

●各種人権相談において人権擁護
委員による支援充実

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会個別ケース
検討会議の開催（10回　10件）
家庭児童相談室の継続設置（延べ相談件数
554件）

3

相談体制の充実に努
め、個別のケースにつ
いて対応が必要な場合
は、関係機関で会議を
開催し情報共有や支援
の方針を検討した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

●関係部署・機関と連携した虐待の
早期対応

人権推進課

相談については、随時受付している。な
お、相談があった場合には、人権擁護委員
に対応を依頼し、かつ関係機関と連携･協
力する。

A 人権擁護委員への相談2件 2
相談所は、男性と女
性の擁護委員で対
応している。

ア

相談については、随時受付している。な
お、相談があった場合には、人権擁護委
員に対応を依頼し、かつ関係機関と連携・
協力する。

●電話相談や心の相談を実施（必要
に応じた臨床心理士の面接）

保健センター
こころの相談を年4回開催する。（精神科医
による相談）
電話相談及び面接相談は随時実施。

C
こころの相談を1回実施し、1人の相談を受けた。
（精神科医による相談１回）
電話相談及び面接相談を実施した。

2
男女問わず相談す
ることができた。

ア
こころの相談を年4回開催する。（精神科
医による相談）
電話相談及び面接相談は随時実施。

●関係機関の連携による切れ目ない
支援の確保

男女共同参画
推進センター

緊急時における他市町村との連絡につい
て、関係各課と連携し迅速かつスムーズに
対応する。

A
庁内各課及び関係市町村、警察、児童相談所等
と連携を図り対応した。

1・2

関係課や警察など
と連携し、DV被害
者の市営住宅への
入居支援などを迅
速に行った。

ア
緊急時における他市町村との連絡につい
て、関係各課や関係機関と連携し迅速か
つスムーズに対応する。

●被害者情報の適切な管理 保健センター
通常業務の中で発見した場合は関係機関
へ連絡する。関係機関からＤＶ情報があっ
た場合は通常業務の中で見守りを行う。

A
連絡があったケースは個別記録にて管理。通常
業務の中で見守りを継続し、必要があれば関係
機関へ連絡した。

3
男女を問わず、見
守りを行った。

ア
通常業務の中で発見した場合は関係機関
へ連絡する。関係機関からＤＶ情報があっ
た場合は通常業務の中で見守りを行う。

市民課

連絡があったケースは、関係する市町村と
連携を取り、本市においても聞き取り記録
を管理し、必要があれば、関係各課と情報
連携を継続して図る。

A
収受したケースは関係する市町村と迅速な連携
を取り、経過記録を管理し関係各課と情報連携
を図った。

１・２

収受ケースは関係
市町村と迅速な連
携を取り、関係各課
と情報連携を図っ
た。

ア

連絡があったケースは、関係する市町村と
連携を取り、本市においても聞き取り記録
を管理し、必要があれば、関係各課と情報
連携を継続して図る。

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）早期相
談の促進と
相談体制の
充実

①被害者の早期発見 ●保健や福祉に関する業務を通じた
被害者の早期発見

●関係機関の連携による高齢者等へ
の虐待の早期発見、予防、解決

②相談・支援体制の充
実

地域包括支援センター、民生委員及び地
域包括支援センター相談協力員による地
域支援ネットワーク構築を推進し、要援護
高齢者等の早期発見・対応態勢を推進し
ていく。また警察との連携を強化していく。

A
男女の区別なく実
施した

ア

（２）被害者
の安全確保

①被害者の安全確保

地域包括支援センター、民生委員及び地
域包括支援センター相談協力員による地
域支援ネットワーク構築を推進し、要援護
高齢者等の早期発見・対応態勢を推進し
ていく。また警察との連携を強化していく。

地域支援ネットワーク会議を35回、市全域(新型
コロナウイルスの影響で一部未実施)で実施。
会議は年２回と定例化し、継続的に実施して要
援護高齢者の発見のネットワークを構築してお
り、警察とは随時、情報共有し、連携を強化して
いる。

3
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重点施策11　ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

地域づくり支援課 関係機関と連携をとり、適切な対応をする。 A 関係機関と連携をとり、適切な対応をした。 1・2・3

相談予約受付の際、
相談者の主訴に被害
者を追跡しているよう
なDV加害者の可能性
があった場合は各種
相談機関の守秘義務
について説明した。

ア
関係機関と連携をとり、適切な対応をす
る。

男女共同参画
推進センター

関係各課と連絡を密にし情報共有に努め
る。

A 関係各課と連絡を密にし、適切な対応をした。 3
関係各課と連絡を密
にし情報共有に努め
た。

ア
関係各課と連絡を密にし情報共有に努め
る。

税務課
関係機関と連携を取り個人情報の適切な
管理を行う。

A
関係機関と連携を取り個人情報の適切な管理を
行った。

3
関係機関と連携を取り
個人情報の適切な管
理を行った。

ア
関係機関と連携を取り、個人情報の適切
な管理を行う。

収納課 関係機関と連絡をとり、適切な対応をする。 A 関係機関と連絡をとり、適切な対応をした。 3

関係機関と連絡を取り
合い情報共有を図り、
個人情報保護の適切
な管理を行った。

ア
関係機関と連絡をとり、適切な対応をす
る。

人権推進課 関係機関と連携をとり、適切な対応をする。 Ｃ 被害者情報は、なかった。 2 ア
関係機関と連携をとり、適切な対応をす
る。

商工観光課
通常業務の中で発見した場合、関係機関
へ連絡する。

A 通常業務で発見する事案はなかった。 3 ア
通常業務の中で発見した場合、関係機関
へ連絡する。

福祉課 関係機関と連携をとり、適切な対応をする。 B
ＤＶと疑われる事案が発生した場合には、すみや
かに関係部署に情報提供する。

3
深刻な事態に至る
ケースはなかった。

ア
関係機関と連携をとり、適切な対応をす
る。

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会個別ケース
検討会議の開催（10回　10件）
家庭児童相談室の継続設置（延べ相談件数
554件）

3

相談体制の充実に努
め、個別のケースにつ
いて対応が必要な場合
は、関係機関で会議を
開催し情報共有や支援
の方針を検討した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

高齢者福祉課 個人情報保護に留意し、適正に対応する。 Ｂ 関係機関と連携をとり、適正に対応した。 2
男女の区別なく相談体
制の充実に努めた。 ア

個人情報保護に留意し、適正に対応す
る。

保険年金課
引き続き関係機関と連携をとり、適切に対
応する。

A 関係機関と連携を図り、適切な対応を行った。 2
男女の区別なく適
切な対応を行った。

ア
関係機関等と連携を図り、適切に対応す
る。

下水道課
通常業務の中で発見した場合は関係機関
へ連絡する。関係機関からＤＶ情報があっ
た場合は通常業務の中で見守りを行う。

Ａ 下水道課において該当事案なし。 3
下水道課において
該当事案なし。

ア

通常業務の中で発見した場合は、関係機
関へ連絡する。
関係機関からＤＶ情報があった場合は、通
常業務の中で見守りを行う。

水道課
関係各課と連絡を密にし情報共有につとめ
る。

Ａ 被害者情報はなかった。 3 ア
関係各課と連絡を密にし情報共有につと
める。

営繕課
業務委託先（埼玉県住宅供給公社）及び
関係各課と連絡を密にし情報共有に努め
対象者の身の安全を守る。

Ａ 関係課と埼玉県住宅供給公社と連携を図った。 3
関係先との連携を
図った。

ア
管理代行先（埼玉県住宅供給公社）及び
関係各課と連絡を密にし情報共有に努
め、対象者の身の安全を守る。

教育総務課 関係機関と連携をとり、適切な対応をする。 B
DV被害を受ける児童生徒の円滑な就学支援を
図った。

1・2

保護者からの面談に際
して、庁内及び他市町
村との情報共有、調整
を図った。

ア
関係機関と連携をとり、適切な対応をす
る。

学校教育課
関係課と連絡を取り合い情報共有し、個人
情報の適切な管理を行う。

Ｂ
関係課に連絡を取り合い、情報共有をし、個人
情報の適切な管理を行った。

3
迅速な情報共有に
努めた。

ア
関係課と連絡を取り合い情報共有し、個
人情報の適切な管理を行う。

ひとつくり支援課
引き続き被害者の安全確保のために、案
内等を発送する際は送付先に配慮し、参
加があれば見守り等を行う。

C

特に参加があった場合の見守り実績はないが、
「新成人を祝う会」における新成人対象者への案
内ハガキを送付する際、関係機関に確認するな
どの配慮を行った。

2

新成人への案内ハガキ
を発送する際、被害者
関連情報等を確認し、
送付先に注意した。

ア

引き続き被害者の安全確保のため、案内
等を発送する際は、送付先に配慮するな
ど細心の注意を払う。また、当日の参加が
あった場合は見守り等を行う。

●生活保護の申請等手続きの迅速化

福祉課
申請の意思が示された場合は、すみやか
に対応する。

B 申請はなかった。 2
速やかに受理し、対
応する。

ア
申請の意思が示された場合は、すみやか
に対応する。

（２）被害者
の安全確保

①被害者の安全確保

28



重点施策11　ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●緊急一時保護施設との連携（入所
手続・警察への通報）

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会個別ケース
検討会議の開催（10回　10件）
家庭児童相談室の継続設置（延べ相談件数
554件）

3

相談体制の充実に努
め、個別のケースにつ
いて対応が必要な場合
は、関係機関で会議を
開催し情報共有や支援
の方針を検討した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

●就職セミナーや職業相談への参加
促進

商工観光課

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。また、公共職業安定所からの求人情報
の配布とHPでの公開を行う。

A

関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。また、行田
公共職業安定所から毎週送付される求人情報を
窓口等で配布、ホームページで公開を行った。

2.3
男女共に利用し、そ
れぞれに効果が
あった。

ア

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めて
いく。また、公共職業安定所からの求人情
報の配布とHPでの公開を行う。

●求人情報の提供

福祉課

申請の意思が示された場合は、すみやか
に対応する。生活保護申請の場合は、就
労支援員と連携して自立に向けた支援を
行う。

B 申請はなかった。 2
速やかに受理し、対
応する。

ア

申請の意思が示された場合は、すみやか
に対応する。生活保護申請の場合は、就
労支援員と連携して自立に向けた支援を
行う。

●関係機関で提供する住宅の情報提
供 営繕課

DV被害者世帯の優遇抽選制度のある県
営住宅の情報提供を継続して行う。市営住
宅への緊急避難措置を行う。

Ａ 関係各課に情報提供し、連携した。 3
関係各課に情報提
供を行い、連携し
た。

ア
ＤＶ被害者世帯の優遇抽選制度のある県
営住宅の情報提供を継続して行う。市営
住宅へ緊急避難措置を行う。

●生活保護やその他の補助制度の
活用に関する支援 福祉課

生活困窮者に対する支援を業務委託先と
協力して実施する。

B 申請はなかった。 2
速やかに受理し、対
応する。

ウ
生活困窮者に対する支援を業務委託先と
協力して実施する。

●専門機関による継続的な心のケア

保健センター
こころの相談を年６回開催する。（精神科医
による相談）
電話相談及び面接相談は随時実施。

C
こころの相談を1回実施し、1人の相談を受けた。
（精神科医による相談１回）
電話相談及び面接相談を実施した。

2
男女問わず相談す
ることができた。

ア
こころの相談を年4回開催する。（精神科
医による相談）
電話相談及び面接相談は随時実施。

●児童福祉施設における子どもと親
の心のケア対策

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会個別ケース
検討会議の開催（10回　10件）
家庭児童相談室の継続設置（延べ相談件数
554件）

3

相談体制の充実に努
め、個別のケースにつ
いて対応が必要な場合
は、関係機関で会議を
開催し情報共有や支援
の方針を検討した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

福祉課
協定締結事業所の増。
地域安心ネットワーク会議の開催

C
新たに協定を締結した事業所はなかったが、年
度内に１事業所から協定の申出があり、締結に向
け調整中。

3

虐待防止、早期発
見に向けた、意識の
高揚、啓発ができ
た。

ア
協定締結事業所の増。
地域安心ネットワーク会議の開催

男女共同参画
推進センター 関係する個別ケース会議に出席する。 A

・県の男女共同参画課やWith　Youさいたまの主
催する担当職員研修やＤＶ被害者支援担当研
修等に出席した。
・要保護児童対策地域協議会実務者会議に出
席した。

1・2・3
関係する個別研修
に出席し、情報の収
集・共有を図った。

ア
関係する個別ケース会議や研修会に出席
する。

保健センター
会議に参加。
乳幼児健診等での早期発見に努める。
妊娠届からの特定妊婦の把握

A
会議に参加。
乳幼児健診等での早期発見に努めた。

3
男女を問わず実
施。

ア
会議に参加。
乳幼児健診等での早期発見に努める。
妊娠届からの特定妊婦の把握

福祉課 県の虐待防止施策との連携。 A
埼玉県虐待防止条例の施行に伴い、県の虐待
防止施策との連携を進め、対応している。

3
緊急時の体制が確
保できた。

ア 県の虐待防止施策との連携。

（４）子どもの
安全確保

①関係機関虐待防止
ネットワーク会議の充実

●虐待防止協議会、要保護児童対策
地域協議会（代表者会議、実務者会
議及び個別ケース検討会議）の開催
●通常業務や相談等における早期発
見・虐待防止

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

（２）被害者
の安全確保

①被害者の安全確保

（３）自立へ
の支援

①就労・住宅・経済的
な支援

②心の回復に対する支
援

B

行田市要保護児童対策地域協議会の開催
　代表者会議  1回　　　実務者会議  3回
　個別ケース検討会議  10回
家庭児童相談室の設置　　延べ相談件数　554
件

3

会議を開催し、関係
機関と情報共有や
支援の方針を検討
した。

ア

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。
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重点施策12　セクシャル・ハラスメント防止対策

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容）
男女共同

参画の視点
具体的に記入

今後の
進め方

令和2年度計画

●セクシャル・ハラスメント防止のため
の講座の開催

人事課と共催で研修会を実施する。 D

セクシャル・ハラスメント防止研修は人事課で実
施。
情報紙VIVA第41号でセクハラやパワハラ等の防
止対策の強化に関する記事を掲載した。

2・3
VIVA第41号を全世
帯に配布した。

ア
男女共同参画研修の中でセクシャルハラ
スメント等を取り入れる。

●情報紙「VIVA」における情報提供

情報紙VIVAを通して意識啓発を図る。 A
R1年9月発行の情報紙VIVA第41号にハラスメン
ト防止強化の記事を掲載した。

3

令和元年５月に改正法が
成立したことにより、ハラス
メント被害にあった場合の
対応について掲載した。

ア 情報紙VIVAを通して意識啓発を図る。

●イベント開催時における啓発活動

人権推進課
人権擁護思想の普及高揚を図るため、人
権擁護委員による街頭啓発活動を実施す
る。（浮き城祭り、酉の市）

Ａ
人権擁護委員による街頭啓発活動を実施した。
（浮き城祭り、酉の市会場で啓発品を配布）

3

祭りには様々な人
が来るため、積極的
に啓発活動を行っ
た。

ア
人権擁護思想の普及高揚を図るため、人
権擁護委員による街頭啓発活動を実施す
る。（浮き城祭り、酉の市）

●セクシャル・ハラスメント防止研修の
実施 人事課 ハラスメント防止研修の開催。 A

主査級以上の職員を対象にハラスメント防止研
修（1/16）を実施した。

2
ハラスメント防止研
修：55名参加

ア ハラスメント防止研修を実施する。

●人権擁護委員による啓発活動及び
相談窓口の充実

人権推進課
人権擁護思想の普及高揚を図るため、人
権擁護委員による街頭啓発活動を実施す
る。（浮き城祭り、酉の市）

Ａ
人権擁護委員による街頭啓発活動を実施した。
（浮き城祭り、酉の市会場で啓発品を配布）

3

祭りには様々な人
が来るため、積極的
に啓発活動を行っ
た。

ア
人権擁護思想の普及高揚を図るため、人
権擁護委員による街頭啓発活動を実施す
る。（浮き城祭り、酉の市）

●市内の企業に対しパンフレット配
布・ポスター掲示

商工観光課
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努めてい
く。

C
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示などを行い啓発に努めた。また、相談
機関の案内も積極的に行った。

3

パンフレットの配布
やポスターの掲示
により周知を行っ
た。

ア
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示などを行い啓発に努め、相
談機関についても積極的に周知していく。

●庁内セクシャル・ハラスメント防止研
修の実施 人事課 ハラスメント防止研修の開催。 A

主査級以上の職員を対象にハラスメント防止研
修（1/16）を実施した。

2
ハラスメント防止研
修：55名参加

ア ハラスメント防止研修を実施する。

●セクシャル・ハラスメント問題検討委
員会の設置

A 各学校において運用、活用されている。 1・3
男女の別なく委員を
構成している。

●教職員倫理確立委員会によるセク
シャル・ハラスメント防止策

学校教育課 A
各学校において防止策を策定し取り組んでい
る。

1・3
具体策を周知し男
女の別なく取り組ん
でいる。

●児童・生徒への人権教育を通した
防止対策

A 各学校において人権教育に取り組んでいる。 1・3
各学校において人
権教育に取り組ん
でいる。

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）啓発及
び相談体制
の充実

①セクシャル・ハラスメ
ント防止のための啓発
及び相談体制の充実

男女共同参
画推進セン
ター

（２）雇用や
教育の場に
おける防止
対策の促進

①雇用や教育の場に
おける防止対策の促進

校内倫理確立委員会やハラスメント防止委
員会を引き続き実施していく。

イ
校内倫理確立委員会やハラスメント防止
委員会を引き続き実施していく。
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重点施策13　関連機関との連携の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容）
男女共同

参画の視点
具体的に記入

今後の
進め方

令和2年度計画

●ＤＶ被害者の個別的な事案に対応
するための市組織内連携体制の充実

・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。

・相談事例対応研修会（ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ）を行
う。

C

・庁内DV対策連携会議は、コロナウィルス感染拡
大防止のため実施できなかったが、個別のケー
スについて関係課と連携を強化し情報共有を
図った。
・相談事例対応研修会は、県が県内市町村を持
ち回りで行っており、各市町村3年に1回程度の
実施で令和元年度行田市は対象外。

1・2

ＤＶ被害者に対する
支援方針や情報の
共有について必要
に応じて連携を図っ
た。

ア
・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。

●ＤＶに関する相談とその他の相談
の連携体制の構築

・女性相談員が男女の問題に起因する
様々な悩みの相談に応じる。
新規相談はケース会議を開き、相談員と職
員の連絡を密にしていく。
・緊急の相談は職員が対応する。

A

専門の女性相談員（3名）による相談。
※新規相談者は、初回1時間半を掛けて入念に
聞き取り調査するとともに、3ヶ月に1程度回新規
ケース会議を開き、相談員間及び職員との連携
を密にしている。
・緊急の相談は職員が対応した。

1・2

相談内容により他の
機関の支援等が必要
な場合、連絡を取り合
い対応した。特に、命
の危険性がある事案
は警察と連携し対応し
た。

ア

・女性相談員が男女の問題に起因する
様々な悩みの相談に応じる。
新規相談はケース会議を開き、相談員と
職員の連絡を密にしていく。
・緊急の相談は職員が対応する。

●組織内連携体制を基盤とする連携
ネットワークの充実

・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。

・相談事例対応研修会（ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ）を行
う。

C

・庁内DV対策連携会議は、コロナウィルス感染拡
大防止のため実施できなかったが、個別のケー
スについて関係課と連携を強化し情報共有を
図った。
・相談事例対応研修会は、県が県内市町村を持
ち回りで行っており、令和元年度行田市は対象
外。

1・2・3

ＤＶ被害者に対する
支援方針や情報の
共有について必要
に応じて連携を図っ
た。

ア
・庁内ＤＶ対策連携会議を行う。

●ＤＶ担当者研修や女性相談員研修
などの充実 ・県などの研修会に出席し、DV被害者支

援及びDV加害者対策等について学習す
る。

A
市町村男女共同参画担当職員研修や課題別研
修、ＤＶ被害者支援担当職員研修に参加した。

1・2・3
講義のほかロール
プレイ等による対応
を学んだ。

ア
・県などの研修会に出席し、DV被害者支
援及びDV加害者対策等について学習す
る。

●関係各課の共通認識を培うための
専門研修の充実

相談事例対応研修会（ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ）を行
う。

D
・相談事例対応研修会は、県が県内市町村を持
ち回りで行っており、各市3年に1回程度の実施
で令和元年度行田市は対象外。

1・2・3 ア
令和３年度に相談事例対応研修会（ｽｰ
ﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ）を実施予定。

市民課

ＤＶ会議への参加と関係各課との連携を継
続して実施する。
住民基本台帳法に基づく支援措置の迅速
で適切な処理。窓口でのプライバシーを確
保する。

A
DV等会議に積極的に参加し、関係各課との共
通認識をもとに、支援措置の迅速で適切な処理
を図り、窓口等でのプライバシーを確保した。

１・２

DV等会議に参加し、
関係各課との共通認
識をもとに、支援措置
の迅速で適切な処理
を図った。

ア

ＤＶ会議への参加と関係各課との連携を
継続して実施する。
住民基本台帳法に基づく支援措置の迅速
で適切な処理。窓口でのプライバシーを
確保する。

福祉課 関係機関との連携を継続。 C
警察をはじめとした関係機関との連携による相談
業務の実施。

3
関係機関との会議
に出席

イ
警察をはじめとした関係機関との連携を継
続。

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

（１）関係機
関との連携
強化

①庁内ＤＶ対策連携会
議の設置・運営

男女共同参
画推進セン
ター

（２）職務関
係者研修の
推進

①専門研修の充実と強
化

男女共同参
画推進セン
ター

●二次的被害防止のための配慮すべ
き事項、被害者の安全確保及び職務
の適切な執行についての研修

子ども未来課

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を
開催し、要保護児童の支援の在り方を検
討する。

ア

②二次的被害の防止
に向けた研修の強化

家庭児童相談室を継続設置し、必要に応
じ行田市要保護児童対策地域協議会を開
催し、要保護児童の支援の在り方を検討す
る。

B

行田市要保護児童対策地域協議会の開催
　代表者会議  1回　　　実務者会議  3回
　個別ケース検討会議  10回
家庭児童相談室の設置　　延べ相談件数　554
件

3

会議を開催し、関係
機関と情報共有や
支援の方針を検討
した。
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重点施策14　性別による固定的な役割分担意識の解消

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容）
男女共同

参画の視点
具体的に記入

今後の
進め方

令和2年度計画

●市報「ぎょうだ」や市ホームページ
への掲載

広報広聴課
男女共同参画を所管する課より依頼された
原稿を掲載する。

A
男女共同参画を所管する課からの依頼に応じ、
市報「ぎょうだ」や市ホームページでお知らせし
た。

2

市報「ぎょうだ」11月号p12
に「ぎょうだ男女共同参画
フォーラム2019」の開催を
お知らせし、当日の様子を
市報「ぎょうだ」1月号p24写
真館に掲載した。また、市
ホームページに男女共同
参画の推進状況等を公表
した。

ア
引き続き、男女共同参画を所管する課か
らの依頼に応じ、市報「ぎょうだ」や市ホー
ムページで周知する。

男女共同参
画推進セン
ター

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや情報紙VIVA・市報を活用し、
啓発活動推進と事業周知を図る。

Ａ

・ホームページ…随時更新
・情報紙VIVA
…特集記事ほかVIVAぎょうだの事業実施状況報
告等
⇒年2回発行。（9月、2月）
・市報ぎょうだ
…相談事業⇒毎月掲載
講座・セミナー等の告知
⇒開催の1～2ヶ月前に掲載。

1・2

・情報紙類は、自治
会の協力を得て配
布。
・プランの進捗状況
は、ホームページ及
び庁舎内情報コー
ナーにて開示。

ア
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや情報紙VIVA・市報を活用し、
啓発活動推進と事業周知を図る。

●生涯学習情報誌「蓮櫓（はすやぐ
ら）」の発行

ひとつくり支援課

引き続き生涯学習情報誌として発行してい
くが、編集していく中で掲載内容を検討し、
男女共同参画に関する記事なども掲載で
きる機会を検討していく。

B
男女共同参画に配慮した生涯学習情報誌「蓮や
ぐら」を年2回発行、全戸配布した。

2

生涯学習の推進を
主とした内容の情報
誌のため、男女が
共に参加できる文
化団体などの紹介
を掲載した。

ア

引き続き生涯学習情報誌として発行して
いくが、編集していく中で掲載内容を検討
し、男女共同参画に関する記事なども掲
載できる機会をさらに検討していく。

●行田市人権教育推進協議会広報
誌「あゆみ」の発行

ひとつくり支援課

様々な人権課題があることから、市民の皆
様の目をひくような内容やレイアウトを心が
け、女性の人権をはじめとするテーマから
掲載について引き続き検討し、発行に向け
て編集・校正していく。

B
行田市人権教育推進協議会広報誌「あゆみ」を
年１回発行、全戸配布した。

1

広報委員会において
男女委員の意見をも
とに、読みやすい紙
面を心がけ、人権教
育の取り組み等につ
いて記事を掲載した。

ア

市民の目をひくような内容やレイアウトを心
がけながら、様々な人権課題を取り上げる
なかで、女性の人権をはじめとする男女共
同参画に関するテーマからの記事掲載に
ついて、引き続き検討していく。

人権推進課

人権啓発リーフレット「差別のない明るい社
会を」を発行（全戸配布のほかに人権･同
和問題地区別研修会、第１７回人権フェス
ティバル、事業所人権教育研修会等各種
研修会参加者に配布する。）

Ａ
人権啓発リーフレット「差別のない明るい社会を」
を発行（全戸配布のほかに人権･同和問題地区
別研修会にて配布）

3
配布により、広く周
知が図られた。

ア

人権啓発リーフレット「差別のない明るい
社会を」を発行（全戸配布のほかに人権･
同和問題地区別研修会、第１８回人権フェ
スティバル、事業所人権教育研修会等各
種研修会参加者に配布する。）

②男女共同参画啓発
紙等の発行

●情報紙「VIVA」の発行と内容の充
実

男女共同参
画推進セン
ター

情報紙「VIVA」を年2回発行する。（予定：9
月、2月）

・国や県・市の取組等について分かり易い
表現方法で掲載する。

Ａ

・年2回発行（9月：第41号、2月第42号）
公募による4名の編集委員の協力を得て、計画
的に編集会議を行い取材・編集作業を進めた。
・主要事業の実施報告等掲載。

1・2・3

特集「今輝く人」：『夢を
追う人それを応援する
人』（第41号）、『行田の
ぶんかを支える人』（第
42号）◎仕事に対する
思いや将来の展望につ
いてインタビューし、内
容の充実を図った。

ア

情報紙「VIVA」を年2回発行する。（予定：
9月、2月）

・国や県・市の取組等について分かり易い
表現方法で掲載する。

①技術・家庭科におけ
る男女平等の内容の充
実

●指導内容の工夫と充実

学校教育課
男女平等、互いを尊重できる指導を継続し
ていく。

A
家庭のあり方や家族の人間関係などに関する指
導の充実を図っている。

3
男女が相互の人格
を尊重することにつ
いて指導した。

ア
男女平等、互いを尊重できる指導を継続
していく。

●関係機関が作成したパンフレットの
配布、ポスターの掲示による啓発 商工観光課

関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、ホームページなどを通じ
啓発に努める。

C
関係機関が作成したパンフレットの配布、ポス
ターの掲示、ホームページなどを通じ啓発に努め
た。

3
パンフレット配布や
ポスター掲示により
広く周知を行った。

イ
関係機関が作成したパンフレットの配布、
ポスターの掲示、ホームページなどを通じ
啓発に努める。

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

1・2・3

事業については、ア
ンケートを行い、受
講者のニーズに
沿った内容を計画
している。

◎男女共同参画フォーラム（R1.12.14）
・講演テーマ『心をほぐすストレッチ。やわらかく生
きてみませんか』～あなたの物語、次のせりふは
自分で決められます～
講師：佐久間レイ氏（声優・歌手・劇作家・作詞
家）　・オープニングセレモニー：ミニコンサート
・男女共同参画推進事業所表彰：(株)コスメグ
ローバル　　　　入場者70名

Ｂ ア
男女共同参画に関連するテーマで講座等
を開催する。

（１）男女共
同参画社会
の実現に向
けての創意
ある啓発活
動の推進

①多様な広報媒体によ
る啓発の推進

③男女共同参画に関
する講演会・講座等の
開催

男女共同参
画推進セン
ター

『身近なところから始められる男女共同参
画』を課題に講座等を開催する。

・国や県の取組を鑑み、「ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝ
ｽ」をﾃｰﾏに、ﾌｫｰﾗﾑを開催予定
随時、講座開催内容の見直しと改善を行な
う。

●講演会の開催と内容の充実
●各種講座の開催と内容の充実
●リーダーステップアップ講座の開催
と内容の充実

（２）男性に
とっての男女
共同参画

②育児・介護休業制度
利用の促進
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重点施策14　性別による固定的な役割分担意識の解消

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容）
男女共同

参画の視点
具体的に記入

今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●取得率の低い男性の利用促進に
向けた啓発 人事課

特定事業主行動計画に基づいた取組を実
施する。
制度に関するハンドブックを送付し、全職
員へ周知する。

A 「仕事と育児両立支援ハンドブック」を作成 2
育児休業を取得し
た男性職員の数：2
名

ア

特定事業主行動計画に基づいた取組を
実施する。
制度に関するハンドブックを送付し、全職
員へ周知する。

●ママパパ教室の参加を促進

●育児参加の推進

子ども未来課 公立保育園で実施予定。 B 公立保育園で実施した。 3
父親にも参加しても
らい実施した。

ア 公立保育園で実施予定。

持田保育園 引き続き一日保育士体験を実施。 Ｃ

入所児童９６人中、保護者１１人が参加し、参加
者数は増加した。男性の参加はなかったが、保
護者会の役員として積極的に活動している方が
いた。

2

保護者会総会の際
に趣旨の説明をし
て、積極的な参加を
呼び掛けた。

ア
全保護者を対象に積極的な参加を呼びか
け、一日保育士体験を実施。

長野保育園 引き続き一日保育士体験を実施。 D
1日保育士体験を希望する方が減っている。父親
の参加は1名のみであった。

2

1日保育士体験を1
度経験してしまうと2
回目を希望する方
が少なく、兄弟で下
の子どもの時に希
望する方が減って
いる。

ウ
新型コロナの感染防止対策を講じながら
行える行事を考える。

南河原保育園 引き続き、一日保育体験実施。 Ｂ ４７家庭中２５家庭が協力（内男性２名） 2
男性にも参加するよ
うに声がけをした。

ウ 引き続き、一日保育体験実施。

①男女共同参画の視
点に立った学校教育の
推進

●男女共同参画の視点に立った特別
活動の年間指導計画の作成

学校教育課
引き続き、男女共同参画の視点を取り入れ
た授業を展開するよう指導する。

Ａ
各学校において、特別活動の年間指導計画に
男女共同参画の視点を入れている。

1
男女共同参画の視
点を取り入れた授業
を展開した。

ア
引き続き、男女共同参画の視点を取り入
れた授業を展開するよう指導する。

●学校への沐浴人形の貸し出し
小中学校からの要望に応じ、沐浴人形等
の貸出を行う。

A
小中学校からの要望に応じ、沐浴人形等の貸出
を行った。(小学校２校）

3
教材の貸出しをし
た。

ア
小中学校からの要望に応じ、沐浴人形等
の貸出を行う。

●男女児共に育児体験及び学習機
会の提供 保健センター見学の小学生に、赤ちゃん人

形等を使った育児体験をしてもらう。
Ｃ

保健センター見学は、外部のみで、施設内見学
はなかった。

3
保健センター職員
からの講話はなし。

ア
保健センター見学の際に、時間があれ
ば、小学生に、赤ちゃん人形等を使った
育児体験をしてもらう。

ウ

ママパパ教室のチラシに父親の参加を促
す文面を継続して掲載する。
ママパパ教室に参加した父親に、赤ちゃ
んのお風呂の実習と妊婦ジャケット着用体
験を実施する。

2･3

ママパパ教室のチラシに父親の参加を促す文面
を入れた。
教室では、沐浴の実施、グループワークへの参
加、妊婦ジャケットの着用体験を行った。

③父親の積極的な育
児参加の促進

A
男性が参加しやす

い工夫をした。

④父親の１日保育士体
験の実施

●保育園での１日保育士体験の実施

(３)子どもに
とっての男女
共同参画

②若年層を対象とした
育児体験等の啓発･支
援

保健センター

（２）男性に
とっての男女
共同参画

②育児・介護休業制度
利用の促進

保健センター

ママパパ教室のチラシに父親の参加を促
す文面を継続して掲載する。
ママパパ教室に参加した父親に、赤ちゃん
のお風呂の実習と妊婦ジャケット着用体験
を実施する。
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重点施策15　男女平等教育の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

①人権尊重、男女平等
教育の充実

●人権教育の全体計画・年間指導計
画の見直しの実施 学校教育課

引き続き、行田市人権教育基本方針に基
づいて教育活動の実施を推進していく。

Ａ
各学校ごとに計画の見直しを行い、それらに基づ
いた人権教育、男女平等の視点に立った教育活
動を実施して「いる。

3
行田市人権教育基
本方針に基づいて
実施した。

イ
引き続き、行田市人権教育基本方針に基
づいて教育活動の実施を推進していく。

②人間尊重に基づい
た性に関する教育の充
実

●性に関する教育の年間指導計画の
見直しの実施

学校教育課
今後も児童生徒の実態に応じた教育活動
を展開する。

Ａ
各学校ごとに計画の見直しを行い、教育課程に
位置付けている。

3
児童生徒の実態に
応じた教育活動を
展開した。

イ
今後も児童生徒の実態に応じた教育活動
を展開する。

●個々の希望や適性に応じた進路指
導・キャリア教育 今後も性別に基づく固定概念にとらわれな

い考え方を、発達段階に応じて指導する。
Ａ

児童生徒一人一人に主体的に進路を選択する
能力・態度を身に付けさせるキャリア教育を推進
した。

3
性別の概念にとらわ
れない職業観につ
いて指導した。

ア
今後も性別に基づく固定概念にとらわれ
ない考え方を、発達段階に応じて指導す
る。

●中学校における社会体験チャレン
ジ事業 今後も性別にとらわれない職業観について

指導する。
Ａ

全中学校において社会体験チャレンジ事業を実
施した。

3

性別に基づく固定
的な役割分担を前
提にしないよう指導
した。

ア
今後も性別にとらわれない職業観につい
て指導する。

④男女平等の視点に
立った学校運営の推進

●男女平等の視点に立って校務を分
担し、学校運営を推進

学校教育課
今後も計画的に男女の平等・相互理解に
ついて指導する。

Ａ
男女平等の視点に立って校務分担を行い、学校
運営を推進した。

１・２
男女の平等・相互
理解について指導
した。

ア
今後も計画的に男女の平等・相互理解に
ついて指導する。

●家庭科教育における意識啓発

今後も計画的に男女の平等・相互理解に
ついて指導する。

Ａ 3
男女平等の相互理
解について指導し
た。

ア
今後も計画的に男女の平等・相互理解に
ついて指導する。

●生活技術が男女ともに向上するよう
な指導の工夫 今後も性別に基づく固定観念にとらわれな

い考え方を、発達段階に応じて指導する。
Ａ 3

性別に基づく固定
的な役割分担を前
提にしないよう指導
した。

ア
今後も性別に基づく固定観念にとらわれ
ない考え方を、発達段階に応じて指導す
る。

⑥教職員の男女平等
意識の高揚

●価値観・生活態度など教職員の男
女平等意識の向上 学校教育課

今後も、教職員の男女平等意識の高揚を
図るよう指導する。

Ａ
教職員の男女平等意識について、さらに理解を
深めた。

3
教職員の意識高揚
を図るよう指導し
た。

ア
今後も、教職員の男女平等意識の高揚を
図るよう指導する。

⑦男女共同参画に関
する教職員の研修機会
の充実

●研修機会の充実（埼玉県教育委員
会主催の研修会への参加など）

学校教育課 研修会案内を配布し、参加を促進する。 Ａ 研修の案内に努め、参加を促進した。 3
研修会の案内を配
布し、参加を促進し
た。

ア 研修会案内を配布し、参加を促進する。

①男女共同参画の視
点に立った学級・講座
の開催

●女性学級、成人学級、高齢者学級
の開催

●幼児学級、青少年学級、家庭教育
学級の充実

地域公民館
成人学級・高齢者学級等、男女が共に参
加できる講座の継続

Ｂ
各地域公民館ごとに男女が共に参加できる学
級・講座を行うことができた。

2

男女が気軽に参加
できるような雰囲気
づくりに努め、地域
住民の生涯学習の
充実やコミュニティ
の推進が図れるよう
な講座を開催した。

ア
成人学級・高齢者学級等、男女が共に参
加できる講座の継続

地域公民館 男性学級・男性料理教室の継続。 Ｂ 講座で男性学級・男性料理教室を実施した。 2

男性学級・料理教
室等で趣味を通し
て、交流の輪が広
がるような講座開催
に努めた。

ア 男性学級・男性料理教室の継続。

男女共同参
画推進セン
ター

男性の家庭への参画と自立を促すために
「男性料理教室」及び「親子料理教室」を開
催する。

B

・親子料理講座：「デコ巻き寿司づくり」を開催し
た。R1.7.27
・男性料理教室は新型コロナウィルス感染拡大防
止のため実施を見送った。

1・2
受講者数22名
大人10名
子ども12名

ア
男性の家庭への参画と自立を促すため
に、親子料理講座・男性料理教室を開催
する。

学校教育課
男女が相互の人格を尊重し、相手の立場を理解
し合えるような人間形成を図る家庭科教育を充実
させた。

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

②男性の家庭や地域
への参画を促進する講
座の充実

●男性学級（男の料理教室など）の実
施

（２）生涯学
習による男
女平等意識
の醸成

（１）学校に
おける男女
平等教育の
推進

③男女平等の視点に
立った進路指導の推進

学校教育課

⑤家庭科など教科教育
における男女平等教育
の推進
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重点施策15　男女平等教育の推進

施策の方向 具体的施策 事業内容 担当部署 令和元年度計画 評価※ 令和元年度実績（事業の内容） 男女共同
参画の視点

具体的に記入
今後の
進め方

令和2年度計画

※評価は担当部署による自己評価　　　Ａ･･･新規取組又は達成(100%)、Ｂ･･･ほぼ達成(80%以上)、Ｃ･･･おおむね達成(60%以上)、Ｄ･･･やや不十分(40%以上)、Ｅ･･･不十分(40%未満)

●男女共同参画に関する図書や視聴
覚資料の整備

男女共同参
画推進セン
ター

・引続きセンター内情報コーナーに男女共
同参画に関する図書やビデオ等を備え、
希望する市民への貸出を行う。

C
センター内情報コーナーに男女共同参画に関す
る図書やビデオ等を備え、希望する市民への貸
し出しを行った。

1・2

貸出図書コーナー：
185冊、映像資料：
13本
プレイルーム：子ど
も用絵本等54冊
・相談等で来所した
方が利用している。

ア
・引き続きセンター内情報コーナーに男女
共同参画に関する図書やビデオ等を備
え、希望する市民への貸し出しを行う。

●情報コーナー、貸出コーナーなど
市民が気軽に学ぶことができる環境
の整備 図書館

引き続き男女共同参画の視点を取り入れた
資料を購入する。また、おすすめ本コー
ナーを活用して、男女共同参画に関する本
の貸出を促進する。

A

男女共同参画の視点を取り入れた資料を購入
し、学ぶ環境を整えた。
男女共同参画週間に、おすすめ本コーナーにて
男女共同参画に関する企画を行った。

２・３
男女共同参画の視
点を取り入れた資料
を購入した。

ア

引き続き男女共同参画の視点を取り入れ
た資料を購入する。また、おすすめ本コー
ナーを活用して、男女共同参画に関する
本の貸出を促進する。

③男女共同参画に関
する図書等の整備

（２）生涯学
習による男
女平等意識
の醸成
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